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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

ಧ児ਣの地域支援体制づくり 

ಧ児ਣこども合療育७ンॱー 

所শ 

ਗળ ৱຨ 

 ງஂによる診療育のତとع
ঽয়支援ੈ৮会を活用した地域づくりع 
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ࣛ児ౡݝの地域ࢧԉମ੍ͮ͘り

鹿児島県の医療、保健、福祉、教育が連携した地域支援体制作り、特に学童、未就学児についての対応を説
明する。
最近、発達障害の特性が薄く診断閾下であっても、環境の中で不適応を起こし、学童期になってから問題が
顕在化するケースをよく経験する。人口比 10％を越えるケースを医療だけで対応することはできない。特
に小児科では診断のために医療機関を訪れる必要があったとしても、投薬やカウンセリングを要するのは全
体のごく一部にすぎず、福祉や教育などで抱えられるケースが大多数なので、支援者同士の役割分担と連携
ができることは、とても大切である。同時に、基礎疾患の確認や睡眠リズムをはじめとした生活リズムの改
善など一般的な診療から専門的な治療まで、それぞれの施設に合わせた支援に取り組んでいただけるよう支
援体制の構築を行っている。
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

z こども合療育७ンॱーのਏ 

z 医療・保健・福祉・教育の連携の方向性 

z より良い療育体制のଡണ 

z ॣースワーढ़ーの対応 

z より実ᄷ的な研修など 

z 教育との連携 

z 医療との連携 

z 地域体制づくり 
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医療؞৳ૣ؞ක؞ઇの 
৴৬तऎॉ 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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ಧుਣງஂ 

・2つのਣと28のથ人ਣ 
・વਨ590km（=ಧ児ਣع大ଚ）ূਧ272km 
・人ઠ ৺170ਐ人（H26） 
・ল生数 14,637人（ল生૨8.7） 
・ಧ児ਣ市に人ઠの৺1/3が居ક 
・ਣの居ક人ઠは17ਐ人（1સ） 

• 保健福祉域は5地域ஷ௪ଂ 
ਣ2支ૂの7域 

• ঽয়支援ੈ৮会がਝ઼されている 
市੨ਜ਼लஷ௪ଂ・支ૂ 
ਜ਼（広域）で地域ୖをਫ਼ୈし 
解ৠをっている 

●	鹿児島県紹介

離島は情報が届きにくい状況にあり、人材（専門職）の確保も困難なため、島ごとに対応を考える必要があ
る。

εϥΠυ�
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●	鹿児島県こども総合療育センター設置について

鹿児島県こども総合療育センターは外来診療と地域支援機能のみで、入所、通園、地域療育、難聴児の対応
はできない。
鹿児島県は民間にできることは民間に任せる傾向が強い。肢体不自由児の対応は県立整肢園で、それ以外の
障害児への対応は (旧 ) 児童総合相談センターの療育部門で実施され、児童デイサービスが各地に開設され
る以前は遠隔地での母子通園事業なども実施していたが、平成 8年ごろでも県内の療育施設は数カ所しかな
く、身近な地域で療育を受けられる仕組み作りが必要であった。県は新規開設施策を実施、すでに障害児の
相談事業を実施していた施設に障害児等療育支援事業を委託し、民間の療育施設に専門職の派遣を依頼する
こととした。
発達障害対応のニーズの増大と、投薬など保険診療を実施するニーズもあり、また同時期に県立整肢園の廃
止が決定されたため、平成 22年 4月に鹿児島県こども総合療育センターと県中央児童相談所が児童総合相
談センターから発展的に分離独立した。鹿児島県の方針もあり、地域にある民間の資源を結びつけることで、
生活する地域で支援を受けられる体制作りを目指している。
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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ऒども়療७ンॱー 
ਝ઼पणःथ 

 عৼਃঢ়ष؞ৼਃঢ়ऊै医療ع

中ఙ児童相談所 
 
 

不ః校・ᒙಬ・ྦ待など 

こども合療育७ンॱー 
（医療機関） 

知的障害者 
更生相談所 

診療 
支援 

 
 発達障害者 

支援७ンॱー 

大児童相談所 
（ਛ17年4া開ਝ） 

大ਣ児童相談所 
（大ਣ知的障害者 
更生相談所） 

連携 

ਛ22年4াから 

ਛ22年3াまで 

児童合相談७ンॱー（中ఙ児童相談所ٔ療育） 
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●	鹿児島県こども総合療育センターとは

診療部では診断、投薬、訓練、そして小規模だが集団療育を実施し、療育は地域の児童発達支援事業所で実
施している。
支援部は、受診した子ども達が地域で適切な療育や支援を受けられるように、情報発信や地域との連携を
行っている。療育センターに併設されている発達障害者支援センターは、人材育成などの地域支援も実施し
ている。支援部の保健師は地域コーディネートの核になっている。また、教員がいることで学校内部の状況
がわかり、学校との連携の核になっている。発達障害者支援センター（発達支援課）は成人期までの相談を
受けつけている。
身近な地域での相談や支援については障害児等療育支援事業所（9事業所）に委託して実施している。
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
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ಧుਣऒども় 
療७ンॱーधम 

ಧ児ਣこども合療育७ンॱー（ਛ22年4া1開ਝ） 

診 療  

診療ୖ 
医師・৳ప 
่護師など 

支 援  

療育ୖ 
心理・ST・OT 
PT・保育士等 

地域支援ୖ 
৳ప・ઇ৩・ 
保育士・ 

会福祉主事 

発達支援ୖ 
（発達障害者支援७ンॱー） 

心理・相談৩・ 
就ௌ支援৩ 
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（健೨保૫による保૫診療） （相談は૮મ） 

ਛ22年6া1から 医療保૫ి用の医療機関 

 障害児等療育支援事業所ٴ
地域での相談支援௧職をਝにୣാするなど内9事業所に 

（やまलこಜलのऴれあいຩര地ય障害者合相談支援७ンॱー 
なんさつたたえૐあかつき学ୱチকঞンジド१ポートዀ） 

（健೨保૫による保૫診療）

連携ҩੈ同 
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●	当センター利用者の年度別推移

開設後、受診希望者が増加し、受診待ちの人数は、平成 24 年に 394 名（平均 6～ 7か月待ち）であった
が、平成 28年 3月現在、138 名（平均 3か月待ち）となった。開設時より、受診待ち児童の解消という要
請もあり、初診数を増やし、受診待ちの児童を減らす取り組みが求められていた。
そこで、診療ニーズの高いケースから受け入れる仕組み作りを検討し、診断前療育が開始されているケース
から受け入れることとし、受診希望者に対する地域の支援環境作りを促す仕組みを作った。つまり、児童発
達支援事業所や保育所幼稚園での支援、学校での具体的支援が開始されていることを、受診紹介票を使って
確認できるケースから受け入れることにした。
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

5 

൧療؞療؞ৼਯの 
ফ২શ 

ਛ21年度末 
受診待ち児童数 

98人 

ਛ24年度末 
受診待ち児童数 

394人 

ਛ26年度末 
受診待ち児童数 

302人 

৵児科ੂ診 ৵児科ગ診 精神科 ତਗ科 ৵児ຓ科 ປ࿀科 ཽ科 

H27 676 1537 130 65 40 0 2 

H28 654 3125 136 60 35 3 1 

年度શ 新患 ગ診 શ（ธಫ） ૐ੮ 回診療・相談 
ਛ21年度 

（児童合相談७ンॱー） 461 758 1043 320 

ਛ22年度 
（6া ਊ७ンॱー開ਝ） 698 2880 1737 142 321 

ਛ23年度 809 4027 2391 180 358 
ਛ24年度 723 4584 2689 161 371 
ਛ25年度 698 4974 3653 136 396 
ਛ26年度 640 5253 3858 106 308 
ਛ27年度 676 5185 3196 98 272 
ਛ28年度 654 6766 3620 86 208 

 ਛ27年度 各科受診੯数ٴ

ਛ27年度末 
受診待ち児童数 

165人 

ਛ28年度末 
受診待ち児童数 

138人 
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●	当センターの役割

発達障害児に関わる医師と地域支援者と患者家族の思いには微妙な違いがある。発達障害は外来の診療だけ
で改善するものではなく、外来などで実施したアセスメントを地域に繋ぎ、地域の中で適切な環境調整や教
育を実施することで、困りが軽減する。医師には基礎疾患や併存する精神疾患などの確認をする必要もある。
一方で、子どもの状況を受け入れられない保護者に対して、早く診断を伝え療育に繋ぎたい地域の支援者、
また発達や行動の問題などから他児と違うことを受け入れきれない親の思いなど、それぞれの思いを調整す
ることも当センターの役割と考え、ニーズの調査を実施した。
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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ಧుਣऒども় 
療७ンॱーの૽સ 

ア७५ওントをୠदણऊखઃ૩をଆૃ 

ঋ
ク
ト
ル
の
৹
ତ 

•ਗ来診療だけで療するのではなく、ਗ来で実したア
७スメントを地域生活の場にえて、ిજな支援୭の
৹ତをষいిજなঔॽॱজングも実し、次障害を防
ऍたい 

•੦ຊႈ患を見とさない力をしたい 

•療育支援にのせたい 
•診を知ってもらうことで支援をスムー६に 
•診を受けることで受ઍがすすि 
•診をえてほしい 

•ిજな支援方ଉや福祉制度を知りたい 
•診をしてほしい 
•診を౯定してほしい 
•大多数の他児と同ग発達をさせたい 
•良くしたい。診されたらਤ学就職の不利になるのでは 

患者ੇఔの思い 

地域支援者の思い 

医師の思い 
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●	療育の理念

療育という言葉の理念は、整形外科医の高木憲次先生が、肢体不自由児の生活に目を向けたときに、医療だ
けではなく教育や福祉などの多方面の連携が必要であると述べ、日本で初めて使用された。医療と教育、保
健福祉が連携するためには、ケース会議において本人や家族に関する情報共有・交換が欠かせない。そのた
めには個人情報保護法に基づく情報管理も必要と考えている。

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 療の৶ 

療育とは医療と育ਛの連携 
療育ٙeducation harmonized with medical services 

高೦次؟明22年（1889年）2া9） - ೣਮ38年（1963年）4া8） 
大ਫからೣਮ後期にかけてのତਗ科医。 「ტそ療護のあり方はଝの医療のाにて足すस
きでなく、すसからく会的生ோચ力をඃ得するまでくすसきである」とस、本の࿔体不
ঽ児教育の者といわれている。 

高ૈๅ（੪ਨృପ市য়合療育७ンॱー所শ）؟ 
高೦次の療育を๑しながら、精神のী野でသわれてきた療教育のもෆฐしてହ明。 

7 

こども会における医療と教育、保健
福祉関係者の話し合い 
 
療育७ンॱー内における多職ரによる
ॣースੈ৮ 
 
療育支援事業所などでの連携 

教育 

医療 

保૫ 

福祉 

本人 
ੇఔ 

（ॣースੈ৮の場） 
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●	発達障害と療育

発達障害の療育については、児童発達障害支援ガイドラインの中でもニーズに合った発達支援、家族支援、
地域支援が求められている。私達の療育センターの関わりから、身近な地域の児童発達支援事業所などそれ
ぞれの場での関わりが療育になり、子ども同士、親同士、支援者同士が支え合う場になっていると考えてい
る。児童発達支援センターを中心とした地域作りを考えている。
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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療धम 
（੍ରのਕಽଡୗঔॹঝ） 

地域会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ੇఔ 
 
 
 
 
 
 

こども 

発達支援学（加ઢਫึ、ি広善૰修、ુ同医છলග） ি⁕地域支援௧૰改ౣ 
 

1）発達支援 ٔ（こども間での学ल） 
子どもに対するِ発達ّを৯ఏにしたઉ接支援 
୭৹ତを中心とした間接支援 

3）地域支援 ٔ（支援者間の支援） 
地域生活支援 
関係者との連携（ライフステージにநる૯とອ） 
ৱ౺り（地域生活の充実） 
人౫育ਛ（職৩支援、地域のཟ発、・・・） 

2）ੇఔ支援 ٔ（ੇఔ間の支援） 
わかる、できる（学लの場） 
支えられ、支え合う（ൎ間りの場） 
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●	地域の実態把握と地域力の向上

まず地域の実態把握を行い、実情に応じた対応を考えることが必要であり、保育所・幼稚園の状況や、学校
などに出向き、日常の受診児の情報を地域に繋ぐ中で、各機関の実態や現状を把握した。これらの地域情報
はセンター内で集約・共有し、必要な対応を検討する材料にしている。また、行政枠や機関を越え、県内の
どこに住んでいても、発達支援、家族支援、地域支援の丁寧なサービスを受けられ、地域のことは地域で解
決できる「地域づくり」を目指している。
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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医療؞৳ૣ؞ක؞ઇの 
৴の্ਙ 

ৰଙཔऊैୠৡのを৯खथ 

実ଙཔのನの৹ਪ等 

1. 保育所・幼ညୱにおける気になる
ୱ児実ଙ৹ਪ（H21年） 

2. 発達障害児（者）支援に関する৹
ਪ（全市੨への地域療育支援体
制実ଙ৹ਪ）（H22年）  

3. 健診ඨ৯と親子教実ଙ৹ਪ  
4. N市の全保育所・幼ညୱの実ଙཔ

（H23年） 
5. 児童発達支援事業所等のアンॣー

ト৹ਪ（H24年） 
6. ৵児科医会とのਫ਼ୈ（医師会向け

ঃンフঞットਛ）（H25年） 
7. 児童発達支援७ンॱー等のアン

ॣート৹ਪ（H26年） 
8. ৢ年ॣースワーढ़ー等による地域

関係者との情報ઐఌਝ௰問に
よる情報ઐఌ など 

地域の実情（ୖ） 
に応गたりੌा 

ອ・૯の 
連携システムをଡണ 

内どこでも発達 
支援ੇఔ支援地 
域支援が受けられる 

地域づくり 

地域力の 
向上 

（地域で解ৠできる  
地域づくり） 
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●	連携の方向性と具体的な対応 (1)

実態把握の結果を踏まえ、当センターの地域支援部が中心となり、鹿児島県の地域支援体制の向上を目指し
て事業を実施してきた。
①	母子保健マニュアルの見直しを行い、健診項目の再検討と、0歳から保健師と関係作りを行い、保育、就
学に繋ぐ仕組み作りを考えた。

②	まず、当センターが主導して実施した地域療育連絡会から自立支援協議会専門部会のこども部会へ移行す
ることで、地域の問題を地域で検討する仕組みを作った。次に、当センターの予約方法を、家族からの予
約ではなく発達支援事業所や園、学校など地域支援機関からの紹介に変更することで、診断前療育をしっ
かりして地域支援体制作りを充実させたいと考えた。

③	受診予約の段階から地域支援機関や家族との情報交換を実施し、受診後に結果を、家族の了解を得て地域
に繋ぐ役割を担っている。ケースワーカーがケースごとに地域と関わることで、地域力を上げると考えて
いる。

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

10 

医療؞৳ૣ؞ක؞ઇの 
৴の্ਙ 
্ध৬ऩৌૢ(1) 

• ಟ子健診の健診ඨ৯の見ઉし健診での観方১ 
ಟ子保健ঐॽュアルの見ઉし 

• 0ୃからの子育て支援（育児相談）時からはगまるੇఔ支援 
 0ୃ児の親子教の開催ܒ 
• 療育機関を利用しての保健師研修 

• こども合療育७ンॱー「地域療育連൪会」での連携  
 ঽয়支援ੈ৮会 ௧会 こども会へのষܒ  
• こども合療育७ンॱー受診予৺方১を地域機関からのງஂ
制とし地域力向上を৯す（未就学 H26ع・学童 H27ع） 

• 受診児の受診状況の情報を提供（ਗ਼話છ面での情報提供等） 
• 受診後にॣースワーढ़ーによる支援機関との情報ઐఌ 
• 内38回の地域での回療育相談 
• શ支援会৮の開催 

⋇全ৣ 
健診でのାཽ点のତ理
（子どもૣකୖधੈ௮） 

⋈地域における 
より良い療育体制の 
ଡണに向けたりੌा 

⋉こども合療育७ン
ॱーのॣースワーढ़ーら

の対応 
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ࣛ児ౡݝの地域ࢧԉମ੍ͮ͘り

●	連携の方向性と具体的な対応 (2)

④	児童発達支援センターなどがスキル向上を図るためには、より生活に近い現場でより実践的な行動観察か
ら学ぶ場が必要である。公開療育で支援者のスキルの向上と施設間、職種間での格差を減らす対策を図っ
た。

⑤	個別支援会議により、診療場面でのアセスメントの情報を教育に伝える努力をしてきた。当センターには
コーディネートする力と学校への指導力を兼ね備えた教頭クラスの教員が在籍しており、教育の専門家が
医学と心理学の立場の意見も反映して教員がすぐに使えるような内容で作成し、教育方法も含め現場と共
有するシステムにして、学校の力をアップしてゆき、学校で教育的支援ができるように考えている。

⑥	医療との連携については、かかりつけ医等発達障害対応力向上事業と連動する形で進めている。
⑦	人材育成、家族支援などの事業も実施している。

εϥΠυ��
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医療؞৳ૣ؞ක؞ઇの 
৴の্ਙ 
্ध৬ऩৌૢ(2) 

• 児童発達支援७ンॱーを中心にした療育ು点づくり 
• 各事業所の「ਁ開療育」の実ᄷ 
• શ支援会৮の開催とষ支援会৮の開催 
• こども合療育७ンॱーでの研修受け入れ 

• 受診児のશ支援会৮の開催 
• 合教育७ンॱーとの合同連൪会 
• 市੨教育৩会との連携 
• 就学支援৩会等৩として参 
• 教育事ਜ所との連携 など 

• ৢ年的に点的な対応をするನの௧職のୣാ（支援१ポート
事業） 

• 地域支援体制づくりの予ඃ得 
• 年1回回療育 
• 障害児等療育支援事業所（9事業所）との連൪会（年6回） 
• 発達障害地域支援௧৩ുਛ講ౠঌアঞントメンॱー 

⋊より実ᄷ的な研修  
（ষ観から学व） 

⋋教育との連携 

⋍その他 

• かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業 ⋌医療との連携 



4.　好事例（自治体の取り組み等）紹介 4���

①	早期気づきと早期支援

ここでは、乳児検診の整備について述べる。
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⋇ଫਞतऌधଫ੍ର 

⋇ଫ期気づきとଫ期支援 
⋈より良い療育体制のଡണ 
⋉こども合療育७ンॱーのॣースワーढ़ーからの情報提供 
⋊より実ᄷ的な研修（ষ観から学व） 
⋋教育との連携 
⋌医療との連携  
⋍その他 
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൧दのାཽਡのତ৶ 
ଫਞतऌधଫ੍ର 

（子どものठध৳૧者੍ର）のシ५ॸム 

ল生 

 3ୃع1ୃ

0ୃからの子育ての悩ाへ対応し保護者が相談しやすい関係づく 
りをষう。育児相談等のମな子育て支援の場でഛႠに保護者を支 
援しਦ関係をണく。ੂめての人（親）との関係づくり。 
親子関係の੦本。子どものやりたい気持ちをਬきলす。 

幼児健診や保育ୱ等のૐ੮の場のનੳをষうことで 
「何らかの支援・配慮のਏな児」として経ૌをाる。 
保護者も子育てについて育てにくさなどの困難を抱えていることが 
多い。ખ対にੇ൦では全く問がないと௦える保護者もいるನ 
親の育児担感を聞くとこौからはगめる。 

保護者も子育てについて育てにくさなどの困難を抱えていることが
多い。ખ対にੇ൦では全く問がないと௦える保護者もいるನ
親の育児担感を聞くとこौからはगめる。

0ୃからのଫ期支援開 親子教保育ୱ・幼 
ညୱ等での支援児童発達支援事業所等の利用 

 子ど就学 ૐ੮の参加場面や他児とのコュॽॣーションの機会を得てع4ୃ
もの気になるとこौが見えてくる。子どもの困りは…就学に向けて 
保護者の不安・関心が高まる。 
親の考え方やિによって子どもの୭は大きくわる。 

ૐ੮の参加場面や他児とのコュॽॣーションの機会を得て子ど
もの気になるとこौが見えてくる。子どもの困りは
保護者の不安・関心が高まる。
親の考え方やિによって子どもの୭は大きくわる。

地域・機関でのア७スメントと就学 
保育ୱや幼ညୱでのૐ੮でのア७スメントに 
੦づく支援。就学に向けた 

4ୃの療मਛযの 
QOLをৈीる 

ుਂを੍え৳૧者を 
༧য়औचऩः੍ର 

保健師が中心 

保健師 
保育所 
幼ညୱ 
児童の事業所 

など 

保育所 
幼ညୱ 
児童の事業所 
保健師 

など 

●	健診での着眼点

子どもと母親との早期からの関係作りをするために、0歳から保健師との関係作りが必要と考え、市町村や
県の保健師に療育の場での親子療育実践に参加してもらっている。3歳までの、保護者との関係作り、保育
所・幼稚園との関係作りなど、十分な対応を保健師に担ってもらい、その後は保育所・幼稚園に繋いでいく
仕組みである。
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௧機関の受診や相談 

就学 

診をえられた後の保護者の支援 

就学後の支援 

子どものঽয়に向けて発達ୖ支援ॽー६生活ॽー६のཔ 
学校と児童発達支援事業所が連携 
就学後の様子નੳなど…就学後の学校௰問など 

就学とষ支援（保護者とगっくり話し合うこと） 
保育所・幼ညୱ児童発達支援事業所等との૯の連携体制 
ອの連携（ষ支援） 
保育ୱや幼ညୱでの支援。就学に向けた教育相談や学校௰ 
問等ষ支援の活用 

௧機関の受診や相談

௧機関受診 
 保護者がわが子をਫしく理解して対応できるڀ
保護者のਦをえる支援をষう 
診することに保護者の受ઍをめない 
あくまでもこどもの支援方১をえ୭をତえる 
 ع実ᄷ的・具体的な支援方১をえることがਏع

ల来への見ৢしが持てङ不安な気持ちを抱えている親・ੇఔ 
事実の౯ੳೊりബ望感ძしा౯不安をくりかえす 
ਫしくこどもを理解するನに१ポートしこどもを理解して就学へ 

●	専門機関の受診と移行支援

その後、保護者の状況を見ながら専門機関受診を勧めてもらうようにお願いしている。就学に向けては保護
者が一番悩みを抱えるところなので、就学 1～ 2年前から学校見学や就学に向けての学習会などを療育の
場で開催していただいている。移行支援の大切さについて保護者への十分な説明が必要である。移行支援に
ついては後ほど説明させていただく。
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療৬のౄৰपऐञੌ
（子どもૣකୖঢ়બী） 

 ୖ؞ਠ૾ٴ

ଫのਞतऌ 
 幼児健೨診ਪٳ
 問診のੵ健診スॱッフの充実 
 保育ୱ・幼ညୱの生活の場での気づきٳ

ୠपउऐるইज़টー 
 障害児療育支援事業ٳ
 児童ॹイ१ーঅスٳ
 ঽয়支援ੈ৮会ٳ
 保育ୱ・幼ညୱとの連携ٳ

ୠपउऐる൧੍ର 
 （௰問ਗ਼話）次回健診までの経ૌ観ٳ
 （38市੨ܒ35）親子教の開催ٳ
 （33市੨ܒ30）発達相談会の開催ٳ
 保育ୱ・幼ညୱとの連携ٳ
 子育て१ークル等子育て支援७ンॱーٳ
 発育発達クজॽック（ਣ保健所）ٳ
 回療育相談（こども合療育७ンॱー）ٳ

医療ਃঢ়पेる൧ 

 子どもૣකୖのੌٴ
ు೨൧ਪ৬のౄৰ 
 問診のੵ・見ઉしのためのٳ
 市੨支援 
市੨への情報提供・ཟ発৵児科医会と意見 
ઐఌ 

 健診スॱッフのৱ質向上のための研修ٳ
 会ਘ会の充実 
ಟ子保健関係研修会地域ಟ子保健ਤ研修会 

 保護者向けཟ発ৱમのਛ・配ഘٳ
健診時ঃンフঞットのਛಟ子ুશၻ 
へのൕ載       

ୠのਭऐのౄৰ 
 発達相談会等の親子教ٳ
 全市੨実に向けたཟ発 
保健所における健やか育児१ポート事業（相談 
会や教等の開催）による未実 市੨の支援 

 ମな相談体制の充実ٳ
ਣ保健所における発育発達クজॽックの充実 
（NPO との連携回相談との連携） 

 関係機関との連携体制の充実ٳ
ハイজスクಟ子保健事業における支援৹ତ会৮ 
による関係機関の連携（৵児科医保育ୱ・ 
幼ညୱ等） 

 
ୠのইज़টー৬のౄৰ 
 ਏフォロー児の円滑なষٳ
保健所པ児の児童ॹイ等への 
ન実なつなऍষ支援シートの 
活用・周知（教育৩会との連携） 

 ৲こども合療育७ンॱー等との連携ਘٳ
定期的な情報・意見ઐఌ会の開催 

 

ْಟ子৳ੁٓ 

ْ心ମ૩ుੁٓ 

 ઍ؞ਖ൧ඨ৯ਯٳ
 4না健೨診ਪع3 (1)
最৵8؟ 最大34؟ரథ125؟ 
(2) 1.6ୃ児健೨診ਪ 
最৵23؟ 最大69؟ரథ175؟ 
(3) 3ୃ児健೨診ਪ 
最৵21؟ 最大73؟ரథ200؟ 
• 市੨により問診ඨ৯のংラॶキがある 
• 発達ୖを考慮したඨ৯が入っていない市੨が 
ある。 

• 育児についてのඨ৯ 
（不安・ੈ力者等）に 
 ୷౮がある。 

ਛ25ফ২ਰఋのੌ 
保健所保健師が市੨実の幼児健診 
や親子教等に参加し市੨保健師とુ 
にア७スメントをষいୖやੌにつ 
いてਫ਼ୈする。  
• ಟ子保健事業ঐॽュアルਛ 
  幼児健診のఏ৲ 
  ಟ子保健事業のତ理 
  ア७スメントシート様ૄ等        
   (参考）ു育医療育ਛ医療はH25年度から 
       市੨へඒ 

保健所における健やか育児१ポート事業（相談
市੨の支援

保健所における健やか育児१ポート事業（相談

（不安・ੈ力者等）に
୷౮がある。

（不安・ੈ力者等）に
୷౮がある。

市੨・保健所・ 
こども合療育७ンॱー 
関係機関等の 
情報ઐఌ連൪会等 
連携യਤ 

問診のੵ・見ઉしのためのٳ

市੨への情報提供・ཟ発৵児科医会と意見

問診の 
実ଙ৹ਪ 

ਏフォロー児の円滑なষٳ

活用・周知（教育৩会との連携）
৲こども合療育७ンॱー等との連携ਘٳ

  
     

ਏフォロー児の円滑なষٳ

活用・周知（教育৩会との連携）

各地域の 
ネットワーク 
連携体制のਘ৲ 

શ事例の対応 
体制のਫ਼ୈ 

・問診の੦本ඨ৯のତ理 
・健診の૽સ問診ඨ৯・観事ඨ 等 
 の考え方 

・問診の੦本ඨ৯のତ理

子ども合療育७ンॱー 
へ相談・ൂ 

保健所保健師が市੨実の幼児健診保健所保健師が市੨実の幼児健診保健所保健師が市੨実の幼児健診

研修会・ହ明会の 
開催予定 

H24年11া19ਛ 

●	療育体制の充実に向けた取り組み

地域支援については、当センターだけでなく県全体の取り組みとして早期気づきから専門的支援の仕組みを
検討してきた。県こども福祉課と母子保健の取り組みについてまとめてある。
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0ୃऊैのౄৰ੍ରのँる 
టଯ市の੍ରシ५ॸム 

幼児健診等 
4ধা-11ধা-1ୃ 

0ୃ児 

保育ୱ 

0ୃ 1ୃ 2ୃ 3ୃ 4ୃ 5ୃ 6ୃ 

టଯ市子ども੍ର७ンॱーَञ़़ُ॒（ుญ੍ର७ンॱー） 

親子教（3グループ） 

1ୃ児 
いるか 

ಡষৢୱ 

ଣୖ後等 
ॹイ 

१ーঅス 

ऱखऊॉ子ども੍ର७ンॱー 
َॅअُ（ుญ੍ରহਚ） 

発達相談・回療育相談 等 
（医療機関・トーॱル१ポート 

७ンॱーなど） 

 
2ୃ-3ୃ児 

Isa City 

らっこ हんऍん 

幼ညୱ 

就 

学 

 ع3ୃ

●	伊佐市の発達支援システム

県北にある伊佐市では、0歳からの親子教室を 3グループ実施し、乳児期からの対応を保健師が、2歳・3
歳の親子教室は子育て支援センターが実施し、療育の場と連携を取っている。あわせて、療育検討会などの
処遇検討なども定期的に実施している。地域の実情に合わせて 0歳からの親子の関係作りを十分に実施し、
2～ 3歳を子育て支援センター、3歳以上を幼稚園・保育所で対応するシステムを構築できるように市町村
への働きかけを行っているところである。
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ঽয়支援ੈ৮会（こども会）を中心とした地域支援体制づくり 
⬇ 

療育७ンॱーが主催する地域療育連൪会から 
ঽ体がつくる地域支援システムのこども会へ 

17 

⋈ेॉଐः療৬のଡണ 
(1) 

⋇ଫ期気づきとଫ期支援 
⋈より良い療育体制のଡണ 
⋉こども合療育७ンॱーのॣースワーढ़ーからの情報提供 
⋊より実ᄷ的な研修（ষ観から学व） 
⋋教育との連携 
⋌医療との連携  
⋍その他 

②	より良い療育体制の構築 (1)

ここでは、自立支援協議会を中心とした支援体制作りについて述べる。
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こども合療育७ンॱー主催「地域療育連൪会」（26ڽまで） 
 ঽয়支援ੈ৮会 ௧会「こども会」へのষ ܒ

18 

子どものୠୖを 
ਫ਼ୈघる場ॉ ਛ23ফع 

• 障害者合支援১において地方ਁુ੮体はஆྼはુ同し障害者等への支援
体制のତをるため関係機関等でଡਛされるੈ৮会（ঽয়支援ੈ৮会）をਝ
઼しୖશの௧会をਝ઼する等地域の実情に応गた活の活性৲に向け
たੌをষうことがਏとされている。 

• 子ども会はঽয়支援ੈ৮会内の௧会として障害児支援に関わる関係機
関でଡਛされ૽સとしては発達障害をஅめ障害児支援に対するॽー६が多様
৲する中でよりిજな支援や療育の高度৲がめられていることから関係機
関等が相互の連൪をることにより地域における障害児への支援体制に関する
ୖについて情報をુથし関係機関等の連携のಸഡ৲をるとともに地域ୖ
のତ理ୖ解ৠへのਫ਼ୈल障害児々のॣースਫ਼ୈをষうなど障害児支援
についてੈ৮をষうものである。  

• 子ども会内でのੈ৮ટをঽয়支援ੈ৮会に報ઔし明らかになった地域のୖ
をુથしそのୖを౷まえて地域における障害児者の支援体制のତにつ
なげてষくੌをਤめていくこととしている。 

●	子どもの地域課題を検討する場作り

開設当初の平成 22年は、当センターが何をするところか周知されていないこともあり、支援体制作りは困
難な状況があった。県地域振興局・支庁、市町村に理解や支援を働きかけ、保健・医療・福祉・教育の連
携の場として支援体制作りを行うため、当センター主催で「地域療育連絡会」を 7保健福祉圏域ごとに年 2
回開催し、各機関との地域課題の共有、発達障害等の障害理解などの情報発信などを行ってきた。その頃、
自立支援協議会の設置が位置づけられたことから、地域自立支援協議会の専門部会としてこども部会の設置
についても提案し、当センターケースワーカーは市町村ごとに出向いて説明を行うなどの働きかけを行って
きた。
（地域自立支援協議会についてはすべての市町村に設置されたが、その活動内容は市町村格差があり、市町
村福祉担当課の理解・協力が不可欠となる。）
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ಧుਣ（ਛ26ফ২） 

ਸ਼4૩ૣක計（ਛ2729عফ২）ेॉ 
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●	鹿児島県第 4期障害福祉計画

当センター主導の「地域療育連絡会」から自立支援協議会の専門部会「こども部会」への移行することで、
人が替わっても継続でき、法的根拠のある仕組みになった。こども部会で提出された地域課題は、中央の地
域自立支援協議会に集約され、県の自立支援協議会に報告される。当センターは県自立支援協議会の委員に
もなっており、地域からの報告を受け体制整備を図れるように検討している。
自立支援協議会こども部会は、保健・医療・福祉・教育の関係者が一同に集まって、子どものことを検討し
地域で解決できるようにするものである。この中では発達障害だけでなく、医療ニーズの高い子どもさんの
課題や医療情報等、多岐にわたった検討がなされている。自立支援協議会こども部会は、地域の問題点を自
立支援協議会を通して自治体に対して政策提言できるようになっており、そのような仕組みを利用すること
で地域の体制作りを考えることができる。
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医療؞ઇ؞৳ૣකऋ 
৴खथ੍ରを考える場 

 ⍌༂ਆ内市 ঽয়支援ੈ৮会 ௧会 こども会ٴ

ঽয়支援ੈ৮
会 

（年2回） 

就ௌ支援会（年4 回） 
→就ௌষ支援グループ会 

地域ষ・相談支援会（年2回） 
→相談支援事業所グループ会（年4 回） 
→地域にషौう会（年4 回） 

生活支援会（年6回） 
→支援ਝグループ会 

ਥ利ཕ護会 
→શ支援会৮（ྖ時） 

子ども会 
（年12回） 

੦ୌ相談支援७ンॱーが中心となり、 
地域で地域ୖをਫ਼ୈ、対応する 

障害児等支援ਝグループ会 
（年3回） 

発達支援システムਫ਼ୈ会 
（年12回） 

子ども९ーシকルワーढ़ー 
グループ会（年12回） 

ඪ児ਘ会（年4 回） 


ڼ
を
ण
な
ए
ઈ

会 

障害児等支援ਝグループ会
（年3回）

新たなりੌा 

現場の声を 
吸い上げ 
具体的な 
課題解決を 
図るため, 
部会の下に 
グループ会
を立ち上げ
た 

事務局：薩摩川内市，基幹相談支援センター 

●	薩摩川内市こども部会

薩摩川内市（人口 10.24 万人）のこども部会の設置例である。こども部会の下に 4つの会ができている。
たとえば、発達支援システム検討会は、親子教室から次の療育に繋ぐことができない、という市の保健師か
らの課題提示に応じて設置された。事務局は基幹相談支援センターが担い、日常の相談支援からも課題が挙
げられている。事業所が中心になっているので、事業内容や地域の課題が見えやすく、即、対応できる。こ
こでは障害児通所支援事業所のニーズのある子どもの数から供給可能な人数などまで報告検討される。
薩摩川内市は成人に対する支援部会が進んでおり、虐待認定や後見人などについても部会の中で検討されて
いると聞いている。薩摩川内市の自立支援協議会は医療と教育、保健福祉が連携して支援を考える場になっ
ている。
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ऒどもভのਝ઼૾ய 
（医療؞ઇ؞৳ૣකऋ৴खथ 

ୠৡをಇयघலੌा） 

●	こども部会の設置状況

各地区のこども部会の設置状況である。広域設置はピンク色、それ以外は市町村単独設置である。働きかけ
を実施した結果、当センター開設当初はまったくなかった鹿児島県内のこども部会、またはそれに代わる組
織がある市町村は、平成 29年 3月現在 39市町村 90.7%になった。
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z ಧ児ਣでのঽয়支援ੈ৮会௧会こども会のਝ઼状況 
• 広域でのਝ઼ 6域（ল,ᅎ,ຩહ,ர子ਣ,ዀ,ਣ地ય … 23市੨） 
• 市੨ごとのਝ઼  14市੨ 
• 未ਝ઼だがこども会にかわるੌ௶がある市੨  1市1       ੑ  39市 

 
• 未ਝ઼市੨   22੨（22੨はਣ,2੨については,年間ল生数が数人） 

z こども会のਛટ（） 
• これまでষ機関がཔできていない地域ୖについてਫ਼ୈしシステムଡണのਏ性について৮する

場となった。 
• ষ機関が入ることで予をൣう案੯についての解ৠがれるようになった。 
• 複数の療育機関を利用している場合療育機関での療育内ઍについて各機関の௧性を生かして対応でき

るように情報ઐఌをষう場ができた。 
• 地域のୖにปった研修会を合同で開催 
• 地域の相談機関などのガイドঐップのਛ・配હ 
• 就学へのষ支援シートのਛなどষ支援の方১をਫ਼ୈ 
• 保育所・幼ညୱ等への回相談を્શ支援学校等の他職ரのチームで実 
• 地域内の療育機関のスキルアップに関するਫ਼ୈを実しਝ回を実 
• 医療ॽー६の高いお子さんの地域対応についてਫ਼ୈ 
• 学校現場での教育の問をཔすることで未就学での対応のਏ性についてਫ਼ୈできるようになった。 
• 健診からの親子教などのフォロー体制についてਫ਼ୈする場となった。など 

22 

●	こども部会の成果

こども部会は保健・医療・福祉・教育の関係者が一同に集まり、子どものことを検討し地域で解決できるよ
うにする場である。この中では発達障害だけでなく、医療ニーズの高い子どもの課題や医療情報等、多岐に
わたった検討が行われるようになった。
地域課題については、連携や協働することで解決するものの他、予算を伴うもの、行政が動いて解決する課
題、県として対応する課題等もあり、官と民との連携により解決を目指すことが必要である。今後は、子ど
もの相談に対処する相談機関との連携について検討する必要があると考えている。
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ಧుਣ市のॉੌा 

【子育て支援ネットワーク会৮】 
• 子育て支援ਝと保健,福祉,医療,教育の関係機関等が連携し合的な支援体制のનয় 
• 子どもの健やかなਛশと子育てを支援する地域づくりのਤ 

• 子育てに関する情報をુથし地域のୖについてੈ৮ 
• 地域の支援者との連携をり子どもと子育てੇ൦の支援 
• ੇ൦や地域の子育て力を高めるためのੌ 

 
ਨ 

 

 
ূ 

 

 
ਧ 

 

 
中ఙ 

 

 
વ 

 

かごしま 
中ఙネット 

H29年度からスॱート 

かごしま 
ਨネット 

かごしま 
વネット 

【子どもの発達を支援する連൪会】 
 ع地域における્શ支援学校७ンॱー的機ચの充実ع

• ્શ支援学校の回担ਊ地域における્શ支援教育についてのཟ発や理解をめる。 
• ્શ支援学校と保育所・幼ညୱ療育機関৵・中学校との連携をり地域全体 
での支援体制のਘ৲ल்広いネットワークのଡണ 

ঽয়支援ੈ৮会 
子ども会をଓ 
するため他の 
会৮を活用 

ਊ७ンॱー職৩ 
も会৮にলఆし 
意見をसる。 

ಟ子保健౧ 
子育て支援౧ 

が中心 

્શ支援学校 
が中心 

かごしまかごしま かごしま

ঈロックごとに保健医療福祉療育教育等の関係者が 
౿の見える関係でのੈ৮や連携 

●	（人口の集中する）鹿児島市の取り組み

中核市である鹿児島市では、自立支援協議会の専門部会のこども部会の開催は年 1回で、具体的な議論まで
は難しさがある。そこで、他の会議等を活用し、保健、医療、福祉、療育、教育関係者が協議を行い連携を
図っている。
子育て支援部署と母子保健部署が中心になって、鹿児島市を 5地区に分けた「子育て支援ネットワーク会
議」を開催している。また、特別支援学校が中心となった「子どもの発達を支援する連絡会」を開催してい
る。これらの連絡会等を活用し、鹿児島市内全域のみでなく、ブロックごとに保健、医療、福祉、療育、教
育等の関係者が顔の見える関係で協議や連携を図れるように取り組みを進めている。
なお、これらの会議等には、なるべく当センターの職員も参加し協議に加わるようにしている。そのほか、
福祉課主導で児童発達支援センター連絡会を開催し、児童発達支援センターが中心となり地域の関係機関の
ネットワークが図れるように取り組み始めたところである。
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受診ງஂの入 
⬇ 

待機期間のથ活用 
地域の受け、支援体制づくりにટ 
保護者が診を聞く心ଡえをる時間 
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⋈ेॉଐः療৬のଡണ 
(2) 

⋇ଫ期気づきとଫ期支援 
⋈より良い療育体制のଡണ 
⋉こども合療育७ンॱーのॣースワーढ़ーからの情報提供 
⋊より実ᄷ的な研修（ষ観から学व） 
⋋教育との連携 
⋌医療との連携  
⋍その他 

②	より良い療育体制の構築 (2)

診療待機期間の短縮の目的で紹介票のシステムを導入した結果、身近な地域での診断前療育の実施を促し、
地域の支援力向上に効果が認められ、保護者が診断を聞く心構えを作る時間として待機期間を有効活用する
ことができた。
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ງஂのোध 
൧療シ५ॸムのၖ 

●	紹介票の導入と診療システムの改訂

診断前療育を開始したケースから優先的に受け入れるシステムを段階的に導入し、さらに平成 28年度から
は常勤医 2人体制から 3人体制とした。診療システムの工夫も実施し、待機者の減少と診療枠の増加が実
現した。



4.　好事例（自治体の取り組み等）紹介 4���

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

26 

൧੍ରधःअ考え্ 
ॉのँるケー५घसथप൧ऋਏऊء 

（障害児支援の見ઉしに関するਫ਼ୈ会報ઔછ 2008年7া） 
（発達障害ੁのਤに関わるਫ਼ୈ会報ઔછ 2008年8া） 

• ঽ൷ඪなどの診がなければ支援がਏない、というのは間違い。 
• 診がつくかどうかわからないమでも、ੇఔは育児支援をਏと
しており、子どもにも支援ॽー६が高い。 

• 人人の子どもとੇఔのॽー६に応गたટ的な支援をするため
には、まङ多面的なア७スメントがਏ。（診だけではない） 

• そのような関わりの中で本ਊに医療や診がਏなॣースに療育७
ンॱーを受診してもらえるようなலੌाがਏ。 

「診断前支援」の取り組みは、厚生労働省によるさまざまな検討会等でも、障害児支援という観点からも非
常に重要なこととして取り扱われている。鹿児島県では、早期療育（支援）という考え方がかなり早くから
浸透しており、多くの市町村で当該児童が障害の「診断」がなくても療育機関（現在では、児童発達支援事
業所等）に通園できる仕組みになっていた。また、保護者が支払う利用料（1割負担分）も、市町村で補助
することにより実質「無料」で利用できていた。
このように、「療育」が利用しやすい環境にあったこともあり、子どもの発達が気になる場合には、まず保
健センターや療育機関、幼稚園・保育所に相談し、支援をスタートさせることによって、本人や家族の生活
している地域での支援者を明確にできる。この流れを県全体の仕組みとすることが、療育センター受診後の
医療情報（診断やアセスメント）をピンポイントで提供でき、活用していただける「地域における支援体制
のシステム」と考えた。

εϥΠυ��
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待機期間の短縮を目標に診療受付の検討をしたが、支援ニーズと特性の重さは必ずしも相関しなかった。診
断前支援を進める中で、子どもや保護者がどのような状況、状態にあるのかを確認するために、受診予約は
家族ではなく地域の支援施設から紹介票を提出していただく仕組みにした。地域での支援者を明確にし、ア
セスメントや診断を活用していただく仕組みを目指した。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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ৄઉख੧のਏ 
ਭ൧ుญのোઠ৹ତؚਭ൧ງஂद 

൧൧のથ૮をનੳ 
 

市੨あるいは学校などで診支援をનੳし、受診ງஂをਛしてもらう予定 

保育所、幼ညୱ、学校
などੇ൦ਰਗのૐ੮生
活の場で気になる子ど
もとして受診ງஂ 

ਊ
७
থ
ॱ
ー
ਭ
診

৺
の
ਭ
৶ 医療機関、児童相談所

などが受診のງஂ 

今後の診療予৺受理（未就学児） 

ਉ
ಋ


੨
ऊ
ै
の
ස
会
に

る 

相
談
の
൭
တ 児

童
・
保
護
者 

⋇ 関係機関からのງஂなしでの予৺受理はしない 
⋈ ງஂするときはその期間でできるੂ期対応をষい、その内ઍとງஂの理

などを記したછథ（受診ງஂ、医療機関は医療情報提供છ（ງஂ状））
をൂする 

⋉ ७ンॱー受診ງஂのためのਖ਼੦となるの例ં（できればງஂす
るに対応してほしいඨ৯などをഔして参考にしてもらう） 

ऒ
न
ु

়
療
育
७
থ
ॱ
ー
ਭ
৶
会
৮ 

ಸ

ਙ
の
ਖ਼
断 

ਭ
ਦ
日
時
設
定
・
診
療 

保
護
者
の

ਔ
に
੦
त
ऌ
ງ
ஂ

に
対
し
て
ੲ
ਾ

 

支
援
ঢ়
બ
ਃ
ঢ়
で
ੲ
ਾ
ુ
થ
と
૽
સ
ী
担 

ਭ
診
ງ
ஂ
 

幼児健診等により、気になる子どもと
してスクজーॽング後に、何らかの支援
をষって受診のਏ性のਫ਼ୈと保護者支
援をষい、ਏなॣースについてງஂ 

診療予৺受理後のれ（未就学児） 
 

相
談
の
൭
တ 

ਭ
診
൭
တ 

ງ
ஂ
૾
等 

ਭ
診
時
期
ર

の
ਖ਼
断 

⋇ 予৺受理後の診療時ਝ定にあたって、ಸ性、ર先性に関するਖ਼੦
を明ં 

⋈ 々のॣースに応गて、最ી的には医師にਖ਼に੦づく 
⋉ ७ンॱー受診までのકড়への対応をষう体制づくりに、市੨としてのி

ਜをா的にટたしてほしいことをメッ७ージとして発ਦ 
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《未就学編》 

より良い療育体制の構築 

●	県こども総合療育センターにおける初診診療予約方法（未就学編）

まず未就学児の予約システムは、保護者からの直接申し込みではなく、幼稚園・保育所・療育機関・市町村
などからの紹介制とした。

スライド 28
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●	こども総合療育センター受診に際してのアセスメント（未就学編）

目的は、診断前支援（診断前療育）の実施、対象児が所属する機関との連携、地域の外部機関との連携の 3
つになる。紹介票を提出した機関には、アセスメントを含む受診前の支援、関係機関との連携、保護者との
面談など家族支援、地域の社会資源の活用をお願いする。受付後早期にケースワーカーから家族に来所相談、
電話相談を実施して、保護者に当面の対応を具体的に説明する。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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ٌ৾ౣٍ 
ऒども়療७ンॱーਭ൧पঢ়खथの

ਃঢ়पउऐるア७५ওント 
ْ৯ٓ ٳ子थのऔृਂをगञమऊैの੍ରपणःथঢ়બਃঢ়の৴पेる੍ର৬तऎॉをষअ؛ 
 ؛ઇਠ場षનৰपणऩऑるষ੍ର৬तऎॉをষअు൧ੲਾを集੮েણの場पउऐる੍ରधজンॡऔचٳ 
 ఔ੍ରをষअੇ؞子どもの੍ର療をৰᄷख؞ୠ療のುਡदँるుญ੍ର७ンॱーをর心धखञഛႠऩ৳ٳ 

 
ٳ 子ども（対象児）の 
્性の理解と保護者 
への相談対応・支援 

ٳ 地域ৱ౺を活用した 
ア७スメントの実 

ٳ ア७スメントに੦づ 
く発達支援・ੇఔ支援 

ٳ 保護者へのશ支援 
ੑ内ઍのହ明 

ٳ 地域の関係機関との 
連携・৹ତ 

 
 保健७ンॱー（保健師）との連携ٳ
 ・健診ટ等の情報の活用 
 ・親子教への参加等 
 児童発達支援事業所等との連携保育所・幼ညୱٳ
 ・対象児のૐ੮生活の情報の活用 
 ・ア७スメントの内ઍल支援等の対応方১ 
 ・ਊჾ機関における支援の充実 
   ഛႠなষ観発達ਫ਼ਪ等の実 
   主任・管理者による保護者との面談等 
 
           

 
 
 
 医師診ٳ
 各ரਫ਼ਪ等ٳ
 医師の診ٳ
 ఇٳ
 জハঅজ等ٳ

 診に情報提供のൂງஂのଛહ機関に対しٳ
 やਏに応गて関係機関にল向きষ観や 
 情報ઐఌをষっています。 
 ਊಸ性をਖ਼しਊ७ンॱー受理会৮においてٳ
 ७ンॱーにおいて診するかどうかをৠ定します。  
 関係機関と連携し保護者の同意を得て診後はٳ
 ながら支援をষっていきます。 
 ਊ७ンॱーへの視受入や研修会への講師ୣാ等の地域پ
 支援もྖ時実しています。 

ງஂଛહのऒども়療७ンॱーのৌૢ 

 保護者の支援など୭৹ତがਏな場合ٳ
 ・保健७ンॱー児童発達支援事業所児童発達支援७ンॱーとの૽સী担による支援 
 ・地域における関係機関との支援の実 
市੨のਏ保護児童地域対ੁੈ৮会ल児童相談所をງ؟ネグঞクトの場合待ྦٳ  ஂ
 児童相談所をງஂ؟療育ুணடの場合ٳ
 ଫな受診ൌ望の場合ٳ
 ಸ性の高いॣースについてはਊ७ンॱーのଫ期受診をਫ਼ୈ 
 ਊ७ンॱーにつないだ方がよいのかഊうような場合پ 
  ・こども合療育७ンॱー（ਗ਼話相談・来所相談）に相談（265-2400؟地域支援ୖ対応） 
   

ਃঢ়धの৴ 

子ども（対象児）のٳ 子ども（対象児）の子ども（対象児）の子ども（対象児）の
ਭ൧੍ର 1 

保健७ンॱー（保健師）との連携ٳ保健७ンॱー（保健師）との連携ٳ保健७ンॱー（保健師）との連携ٳ
ৌుऋਚരघるঢ়બਃঢ়धの৴ 2 

医師診

ऒども়療 
७ンॱー    

4 

ਭ൧੍ର1 ৌుऋਚരघるঢ়બਃঢ়धの৴2ਭ൧੍ର ৌుऋਚരघるঢ়બਃঢ়धの৴
৳ਚ؞ညୱుญ੍ରহਚदの੍ରのಲਢ（੍ରのংージঙンアॵউ）ऋीैोऽघ 

ງஂ 
ਏपૢगथ 

জハঅজ等ٳ

৴ 

ऒども়療4

ْງஂਃঢ়षଛહٓ 
ਭ൧結果のੲਾ 

 
 
 
  
 
 市੨子ઇ؞
 ৼভ؞
 
 
 
 
  
   
  
 
 
 

ງஂଛહのऒども়療७ンॱーのৌૢ ਃঢ়धの৴

療のುਡतऎॉ  ઇष療ઍのનৰऩষ੍ର   療ಉ੍ରহ؞৳ਚಉ௰ਖऩどのણ৷ 療のುਡतऎॉ ઇष療ઍのનৰऩষ੍ର 療ಉ੍ରহ؞৳ਚಉ௰ਖऩどのણ৷
ଫਞतऌ؞ଫ੍ରの৬तऎॉ  ૩の્ਙपૢगञ੍ରऩど 

 ਗ਼ਵৼ؞
 来ਚৼ؞
 ਏपૢ؞
गथશ 
੍ରভ৮ 

૩の્ਙपૢगञ੍ରऩど

  

 ૩ుಉ療੍ର؞
হਚのણ৷ 
（9হਚ） 

 ుญ੍ର७ン؞
ॱー 

 ుญ੍ରহਚ؞

3 
৳ਚ؞ညୱుญ੍ରহਚदの੍ରのಲਢ（੍ରのংージঙンアॵউ）ऋीैोऽघ

市੨子ઇ

ୠのਗਃঢ় 
धの৴ 

૩ుಉ療੍ର؞

ుญ੍ର७ン؞

ుญ੍ରহਚ؞


ୠ
の
ৱ
౺
の
ງ
ஂ 
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ٌ৾ญౣٍ 

ेॉଐः療৬のଡണ 

●	県こども総合療育センターにおける初診診療予約方法（学童編）

学童についても同様である。小中学校からの紹介制として、これまでの個別支援計画や検査結果なども添付
していただくようにお願いする。
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●	こども総合療育センター受診に際してのアセスメント（学童編）

紹介票には校長先生の印鑑、保護者のサインが必要である。教育の社会資源の活用（特別支援学校の巡回
の活用、School	Social	Worker や School	Case	Worker などの活用）をしていない場合には、すぐに受
診するのではなく、学校の教頭先生に連絡し、学校での対応について文書でお願いする。相談内容ごとに、
「進路指導」に関することは学校で、「療育手帳」についての相談は中央児童相談所で、「診断や診療」に関
する内容の場合は、診察までの間に子どもの困りに対して支援体制を作っていただくこととした。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

 
ٳ 困っている児童ҩ 
生െ 
ҩ保護者との教育 
  相談 
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ٌ৾ญౣٍ 
ऒども়療७ンॱーਭ൧पঢ়खथの

ਃঢ়पउऐるア७५ওント 
ْਏपૢगथ医療धの৴ٓ 
 ઇの্ਙऋৠऽる場়૩の൧ऋणऎऒधदٳ
 ঽ๑心を෩खऎৣऔचथःる場়যঢ়બをப৲औच子どもの৾ૅलੇ൦েણをऩःಡோघるষृੲคのਖऋٳ

 
 

ٳ 主任等の助 
ٳ コーॹॕネーॱーの助 
ٳ コーॹॕネーॱーとの 
教育相談 

 
 
 
 医師診ٳ
 各ரਫ਼ਪ等ٳ
 医師の診ٳ
 ఇٳ
 জハঅজ等ٳ

ງஂをলした学校や関係機関から診に情報をいた ٳ
だいたりਏに応गて学校にল向きষ観や情報ઐ
ఌもষったりします。 

ਊ७ンॱーで診するかਊ७ンॱー受理会৮においては ٳ
どうかをৠめます。他機関をງஂする場合もあります。 

 。学校と連携しながら支援をしていきます診後は ٳ
ਊ७ンॱーや市保護者と学校の関係がよくない場合は پ
੨教育৩会 主事等が৹ତをしていく場合もあ
ります。 

 

ງஂଛહْ৾ૅڀਊ७ンॱーٓपਊञढथ 
 学ಆ・ষの困難への対応の場合ٳ
 。શ支援学校（回相談の活用）や合教育७ンॱーへ相談する્ڀ 
 ネグঞクトの場合待ྦٳ
 。市੨のਏ保護児童地域対ੁੈ৮会や児童相談所へ相談するڀ 
 療育ুのਖ਼定の場合ٳ
 。児童相談所へ相談するڀ 
 医療につないだ方がいいのかഊうような場合پ 
 。こども合療育७ンॱー（ਗ਼話相談ҩ来所相談）に相談してくださいڀ  

ਗਃঢ়धの৴ 

困っている児童ҩ困っている児童ҩ困っている児童ҩ
৾૿ભಉ 1 

ٳ 主任等の助

৾ফदの੍ର 
॥ーॹॕॿーॱーषのৼ 

2 

医師診

ऒども়療 
७ンॱー    

4 ৾૿ભಉ1 ৾ফदの੍ର2৾૿ભಉ ৾ফदの੍ର
৾ૅदの੍ରのಲਢ（੍ରのংージঙンアॵউ）ऋीैोऽघ 

ງஂ 
ਏपૢगथ 

জハঅজ等ٳ

৴ 

 
ٳ 学校全体での支援体制 
 ・ষ観知ચਫ਼ਪ等 
 ・管理職による面談等 

ງஂଛહْ৾ૅڀਊ७ンॱーٓपਊञढथ ਗਃঢ়धの৴

୭৹ତ؞ऩ৾लの場のਫ਼ୈ （ৢଞの৾ৢ؞पेる્؞શ੍ର્৾؞શ੍ର৾ૅ） ୭৹ତ؞ऩ৾लの場のਫ਼ୈ （ৢଞの৾ৢ؞पेる્؞શ੍ର્৾؞શ੍ର৾ૅ）

হの৶ੰのல্ृኇえ্ৄえ্؞ग্ಉ 
ऋୀढथःるಉの્ਙपૢगञ൧੍ର 

ਗ਼ਵৼ 
来ਚৼ 

ٳ 学校全体での支援体制学校全体での支援体制学校全体での支援体制学校全体での支援体制
ૅ৩ভ ऒども়療4ૅ৩ভ
ْ৾ૅषନછٓਭ൧結果पणःथੲਾ 

ୠのਗਃঢ়धの৴ 

૩ుಉ療੍ରহਚのણ৷ 
（9হਚ） 

્શ੍ର৾ૅ（ৼ） 
市੨ઇ৩ভSCSSWಉ 市੨ઇ৩ভ 

়ઇ७ンॱー 
ుญৼਚ 

૩ుಉ療੍ରহਚのણ৷
ୠの医療ਃঢ়ಉ 

3 
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ٌ৾ౣٍ 

ਊ७ンॱーのਭ൧ணखा 
（ງஂ） 

ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥

ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥

ᕷ䞉⏫䞉ᮧ
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䛭䛾
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䚷䠐䚷ஙᗂඣデ➼䛾⤖ᯝ

䝏䜵䝑䜽
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ᮏ⤂⚊䜢㮵ඣᓥ┴䛣䛹䜒⥲ྜ⒪⫱䝉䞁䝍䞊䛻ᥦฟ䛩䜛䛣䛸䛻ྠព䛧䜎䛩䚹

⤂ᶵ㛵䛜ᣢ䛳䛶䛔䜛䛚Ꮚᵝ䛾ሗ䜢㮵ඣᓥ┴䛣䛹䜒⥲ྜ⒪⫱䝉䞁䝍䞊䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛻ྠព䛧䜎䛩䚹

䚷䚷ᖹᡂ䚷䚷䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷䚷䚷᪥

ಖㆤ⪅Ặྡ䠄⮬⨫䠅

㮵ඣᓥ┴䛣䛹䜒⥲ྜ⒪⫱䝉䞁䝍䞊䚷ཷデ⏦㎸䞉⤂⚊䠄ᮍᑵᏛඣ⏝䠅

䚷㠃᥋┦ㄯ᪥

䚷⤂⚊సᡂ᪥

⤂

ᶵ
㛵

ᕷ⏫ᮧྡ

㐃⤡ඛ
㟁ヰ␒ྕ

ᶵ㛵ྡ
䠄✀ู䠅 ᢸᙜ⪅ྡ

䚷䚷䚷䠉䚷䚷䚷䚷䚷䠉

䚷䠑䚷⌧ᅾཷ䛡䛶䛔䜛ᨭෆᐜ䠄」ᩘᅇ⟅ྍ䠅
⏝䛧䛶䛔䜛ᴗྡ䠈タ➼ ⏝㢖ᗘ ᴗᡤ䞉タྡ䠈ᨭෆᐜ➼

　１歳６ヶ月健診
要経過観察の有無

䚷䚷᭷䚷䚷䞉䚷䚷↓
３歳児健診

要経過観察の有無
䚷䚷᭷䚷䚷䞉䚷䚷↓

その他の健診
要経過観察の有

無
᭷䚷䚷䞉䚷䚷↓

ಖ⫱ᡤཪ䛿ᗂ⛶ᅬ 䚷䚷⏝୰䠄タྡ䠗䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅䚷䞉䚷⏝ணᐃ

ᛶ䚷ู

䛛᭶

㐃⤡ඛ ᅛᐃ㟁ヰ␒ྕ ᦠᖏ㟁ヰ␒ྕ

㻌㻌⏕ᖺ᭶᪥

䛭
䛾

䛾

䝃
ー

䝡
䝇

䚷䠒䚷䛾་⒪ᶵ㛵䛷䛾デ᩿䠈カ⦎➼䛾≧ἣ䚷䠄䛣䛾㡯┠䜈䛾グ㍕䛩䜛ᐇ䛜䚷䛒䜛䚷䞉䚷䛺䛧䚷䠅
་⒪ᶵ㛵ྡ デ᩿➼ カ⦎➼ᐇ䛾ሙྜ䛿ෆᐜཬ䜃㢖ᗘ

⤂ᶵ㛵௨እ䛾タ➼䛾ᨭᶵ㛵
䛛䜙່䜑䜙䜜䛯

䚷䠍䚷ཷデෆ䛾䛝䛳䛛䛡䠄⤂ᶵ㛵䛜ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛⠊ᅖ䛷䚸᭱ึ䛾䛝䛳䛛䛡䜢㑅䜣䛷䚷䕕䚷䛻䘟䠅

⤂ᶵ㛵ཷ␒ྕ 䝉䞁䝍䞊ཷ␒ྕ

䠄䚷䚷䚷䚷䚷䠅

ඣ❺ྡ
㻌䚷

䜅䜚䛜䛺

ಖㆤ⪅䛛䜙䛾┦ㄯ䛜䛝䛳䛛䛡

䚷䠓䚷ῧ㈨ᩱ䛺䛹䚷

ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ䝉䞁䝍䞊䠈ඣ❺Ⓨ㐩ᨭᴗ 䚷䚷⏝୰䠄タྡ䠗䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ಶูᨭ計⏬䛾䛸䛚䜚䠅䚷䞉䚷⏝ணᐃ

ぶᏊᩍᐊ➼䠈Ꮚ⫱䛶ᨭ䝉䞁䝍䞊➼

ಖㆤ⪅ྡ ఫ䚷ᡤ ᕷ䞉⏫
䚷㻌䞉ᮧ

ᖹᡂ䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥

㻌㻌㻌㻌ཷデඣ䛻㛵䛩䜛ᆅᇦ䛷䛾ᨭ≧ἣ➼☜ㄆ⚊䠄ᮍᑵᏛඣ⏝䠅

グධ᪥ ᖹᡂ 26 ᖺ 4 ᭶ 4 ᪥

⫋䞉Ặྡ

䠍
䠄1䠅

䠄2䠅

䠄3䠅

䠄4䠅

䠄5䠅

䠎

䠄1䠅

䠄2䠅

ಖㆤ⪅

ᨭ⪅➼

䠏
䠄1䠅

䠄2䠅
䝉䞁䝍䞊
グධḍ

䠐
䠄1䠅

䠄2䠅

䠄3䠅

䠄4䠅

䠄5䠅
䝉䞁䝍䞊
グධḍ

䠑
䠄1䠅

䠄2䠅

䠄3䠅

䠒

䠄1䠅

䠄2䠅

䠄3䠅
䝉䞁䝍䞊
グධḍ

᭶ ᪥ 䠄䚷䚷䚷䠅

ᇛᒣ䚷ኴ㑻 グධ⪅
ᶵ㛵ྡ 䕕䚷䕕䚷䝕䜲䝃䞊䝡䝇

ఱ䜙䛛䛾᳨ᰝ䞉ᣦᶆ䜢⏝䛔䛶䠈Ⓨ㐩ホ౯䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠄㈨ᩱῧせ䠅  ✓　 　 　□
ఱ䜙䛛䛾ᣦᶆ➼䜢⏝䛔䛶䠈Ⓨ㐩㞀ᐖ䛾䛔䛜♧၀䛥䜜䛶䛔䜛䚷䚷䠄㈨ᩱῧせ䠅  ✓　 　 　□
ୖグ䛾㈨ᩱ➼䜢ᇶ䛻䠈ᚋ䛾ᨭ᪉㔪䜢༠㆟䛧䛶䛔䜛䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠄ᨭ計⏬➼ῧせ䠅  ✓　 　 　□

ඣ❺ྡ
ඣ❺Ⓨ㐩⟶⌮㈐௵⪅䚷䚷䕕䕕䚷䕕䕕
䈜ᙜ䛶䛿䜎䜛㡯┠䛾䕕䛻䝏䜵䝑䜽䛩䜛䚹

Ꮚ䛹䜒䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛾≧ἣ䛻䛴䛔䛶 䛿䛔 䛔䛔䛘

ᨭෆᐜ䜔ᨭ᪉ἲ䛜䝙䞊䝈䜔≉ᛶ䛻ྜ䛔䠈計⏬ⓗ䛻䝇䝮䞊䝈䛻ྲྀ䜚⤌䜑䛶䛔䜛  □　 ✓ 　□
ᨭ⪅䛸ಖㆤ⪅䛜䛸䛶䜒䛔䛔༠ຊ㛵ಀ䛷䠈Ꮚ䛹䜒䛾Ⓨ㐩ᨭ䛻ྲྀ䜚⤌䜑䛶䛔䜛  □　 ✓ 　□

䠄3䠅 Ⓨ㐩ᨭ䜢㏻䛨䛶䠈ಖㆤ⪅䜔ᨭ⪅➼䛜䚸Ꮚ䛹䜒䛾Ⓨ㐩䞉ᡂ㛗䜢ឤ䛨䛶䛔䜛
 □　 ✓ 　□
 □　 ✓ 　□

᪉㔪䛻ᇶ䛵䛝䠈ඣ❺Ⓨ㐩ᨭᴗ䜢⏝䜢䛧䛶䛔䜛䚷䚷䠄ᴗᡤ䛾ಶูᨭ計⏬ῧせ䠅  ✓　 　 　□
་⒪ᶵ㛵䛷䛾デ᩿➼䜢䜎䛷ཷ䛡䛯䛣䛸䛜䛺䛔  ✓　 　 　□

㠀ᖖ䛻
䛭䛖ᛮ䛖

䜎䛒䜎䛒
䛭䛖ᛮ䛖

䛭䛖䛿
ᛮ䜟䛺䛔Ⓨ㐩ᨭ䛾≧ἣ䛻䛴䛔䛶

Ꮚ䛹䜒䛾≧ἣ䛻䛴䛔䛶

ᴟᗘ䛺೫㣗䛻䜘䜚䚸య㔜ቑຍ➼䛾ᡂ㛗䛻ⴭ䛧䛔ၥ㢟䛜⏕䛨䛶䛔䜛  □　 ✓ 　□
╧╀䛾ၥ㢟䠄ኪ㏫㌿➼䠅䛜䛒䜚䚸ᮏே䞉ಖㆤ⪅➼䛻ⴭ䛧䛟㈇ᢸ䛜䛛䛛䛳䛶䛔䜛  □　 ✓ 　□
ከື䜔⾪ືᛶ➼䛷༴㝤䛷┠䛜㞳䛫䛪䚸ᖖே䛜䛝ῧ䛖ᚲせ䛜䛒䜛  □　 ✓ 　□

ಖㆤ⪅䛾≧ἣ䛻䛴䛔䛶

ᅔ䛳䛯䜔Ᏻ䛻䛺䛳䛯䛻┦ㄯ䛷䛝䜛ᨭ⪅䛜䛔䜛  □　 ✓ 　□
ᨭ᪉㔪䛻ᇶ䛵䛝ཷデ䜢່ዡ䛧䛶䛝䛶䠈䜘䛖䜔䛟ཷデ䛻๓ྥ䛝䛻䛺䜚䠈ྠព䛜䛸䜜䛯  □　 ✓ 　□

ඃඛᗘ䜢⪃䛘䜛䛯䜑䛾
ホ౯

ᆅᇦ䛾་⒪ᶵ㛵䛛䜙䜒Ẽ䛻䛺䜛Ꮚ䛹䜒䛸䛧䛶㐃⤡䜢ཷ䛡䛶䛔䛯  ✓　 　 　□
ᆅᇦ䛾་⒪ᶵ㛵䛛䜙䝉䞁䝍䞊ཷデ䛾⤂䜢ཷ䛡䛶䛔䜛  ✓　 　 　□
䛾ᝈ䠈㞀ᐖ䛻㛵䛧䛶་䛜䛔䛶䠈䝣䜷䝻䞊䜢ཷ䛡䛶䛔䜛  　 　 　  ✓

⮬ศ䜔ே䜢യ䛴䛡䜛⾜Ⅽ䛜䛒䜛䛯䜑䚸ᖖே䛜ぢᏲ䜛ᚲせ䛜䛒䜛  □　 ✓ 　□
䝟䝙䝑䜽䠄䛛䜣䛧䜓䛟䚸Ἵ䛝ྉ䜆䠅䛜㢖⦾䛷䚸࿘ᅖ䛜ᑐᛂ䛻䛸䛶䜒ⱞ៖䛧䛶䛔䜛  □　 ✓ 　□

ᅔ㞴ᗘ䜢⪃䛘䜛䛯䜑䛾
ホ౯

་⒪䛻㛵䛩䜛䛣䛸 䛿䛔 䛔䛔䛘

 □　 □ 　□
 □　 □ 　□

⥭ᛴᗘ䜢⪃䛘䜛䛯䜑䛾
ホ౯

䛭䛾
㠀ᖖ䛻
䛭䛖ᛮ䛖

䜎䛒䜎䛒
䛭䛖ᛮ䛖

䛭䛖䛿
ᛮ䜟䛺䛔

Ⓨ㐩䛾䛴䜎䛪䛝䛜䛒䜛䛣䛸䛷䚸ேᶒᐖ䠄ᚅ䞉䛔䛨䜑➼䠅䜢ཷ䛡䛶䛔䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛  □　 ✓ 　□

⥭ᛴᗘ ༗๓䚷䞉䚷༗ᚋ 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ศ ᚰ⌮䚷䞉䚷ゝㄒ䚷䞉సᴗ䚷䞉⌮Ꮫ

⤂

ᶵ
㛵
グ

䠘䝉䞁䝍䞊䛻䛴䛺䛔䛷䛚䛝䛯䛔䛣䛸䠈ᶵ㛵䛛䜙䛾ሗ䠈⥭ᛴᛶ䛺䛹䠚
䚷㻌⒪⫱䛻㏻䛔ጞ䜑䛶䠈䕿䕿䕿䜔䕻䕻䕻䛺䛹䛿ᨵၿ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䛜䠈ឤぬ䛾㐣ᩄ䛥䜒䛒䜛䜘䛖䛻ឤ䛨䛶䛔䜎䛩䚹
䛹䛾䜘䛖䛺ឤぬ䛻㐣ᩄ䛺䛸䛣䜝䛜䛒䜛䛾䛛䜏䛶ḧ䛧䛔䚹䜎䛯䠈ಶูᨭ計⏬䛻グ㍕䛧䛯䜰䝉䝇䝯䞁䝖ෆᐜ䛷䛔䛔
䛾䛛䝏䜵䝑䜽䛧䛶䜏䛯䛔䚹ᑵᏛ䜎䛷䛻▱䛳䛶䛚䛔䛶ḧ䛧䛔䛣䛸䛺䛹䛾ሗ䜢ఏ䛘䛶ḧ䛧䛔䚹

䝉䞁䝍䞊
グධḍ

ඃඛᗘ ཷ䚷䚷デ䚷䚷ண䚷䚷ᐃ䚷䚷᪥䚷䚷 ᢸᙜ་ᖌ䠈䝉䝷䝢䝇䝖ሗ
ᅔ㞴ᗘ

保護者が診を聞く用意が 
あるかについてチェックする 

●	未就学児用の紹介票・確認票

一枚目の紹介票は主訴や診断について、保護者が聞く用意があるかどうか等を聞いており、保護者が診断を
聞く用意があることが受診の条件となっている。二枚目の確認票については支援機関が、支援内容や家庭環
境など子どもと保護者のことを記入する（《参考資料》に添付）。確認票については、虐待や保護者のことも
記入するため、ホームページにアップせず、関係機関への送付と市町村窓口からの入手とした。個人情報の
共有については、この紹介票・確認票を通じて、共有すべき情報を標準化したことになり、特に確認票の項
目で、関係機関との連携をお願いしている。
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●	学童用の紹介票

小・中学校などからの紹介票による紹介制とした。条件としては、校内委員会で検討をしていること、特別
支援学校の巡回相談等の支援を受けるなど、学校での対応をしていることを挙げた。これまでの支援内容を
確認するために、個別支援計画や検査結果なども添付するようにお願いしている。学童に関しては、県ホー
ムページからダウンロード可能（《参考資料》に添付）とし、紹介票には校長先生の印鑑、保護者のサイン
が必要とした。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
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ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥

ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥

ᕷ䞉⏫䞉ᮧ ⫋䚷ྡ

Ặ䚷ྡ

ṓ

∗ 䛈

ẕ

䛭䛾

ᅛᐃ㟁ヰ ᦠ䚷ᖏ

䚷 䚷䚷Ꮫᰯഃ䛛䜙ಖㆤ⪅䛻່䜑䛯

䚷䠎䚷⤂䛸䛺䛳䛯⌮⏤䠄ཷデ䜢ồ䜑䛯䠈ཷデ䜢່䜑䛯┠ⓗ䠅

䚷䠏䚷䛣䜜䜎䛷䛾⤒㐣䠄㝔ཷデṔ䜔Ⓨ㐩䛻㛵䛩䜛⤒㐣䛻䛴䛔䛶䠈⪺䛝ྲྀ䛳䛯ෆᐜ䜢グධ䠅

䚷䠐䚷ඣ❺䛻ᑐ䛩䜛ᨭ䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶䠈᳨ウ䜢䛧䛶䛔䜎䛩䛛䠛䠄䛹䛱䜙䛛䛾䕕䚷䛻䘟䠅

䚷ᰯෆጤဨ䜢㛤ദ䛧䠈ඣ❺䛻ᑐ䛩䜛ᨭ䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶䠈ඹ㏻⌮ゎ䜢䛧䛶䛔䜛䚹

䚷䛭䛾䠄ලయⓗෆᐜ䠖䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅

䚷䠑䚷䛣䛹䜒⥲ྜ⒪⫱䝉䞁䝍䞊䛾ཷデ䛻㛵䛧䛶䚸ಖㆤ⪅䛿䛹䛾䜘䛖䛻ཷ䛡Ṇ䜑䛶䛔䜎䛩䛛䠛䠄䛹䛱䜙䛛䛾䕕䚷䛻䘟䠅

䚷ཷデ䜢⣡ᚓ䛧䛶䛚䜚䠈デ᩿⤖ᯝ➼䛾ㄝ᫂䜢⪺䛟ពྥ䛜䛒䜛䚹

䚷䛭䛾䠄ලయⓗෆᐜ䠖䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅

䚷䚷䚷ᨭ䚷䚷㡯䚷┠ ᰯ䚷ෆ䚷䛷䚷䛾䚷ᨭ䚷䚷䛾䚷≧䚷ἣ

ᰯෆጤဨ䛷᳨ウ䛧䛶䛔䜛䚷䚷䚷䞉䚷䚷䚷ᰯෆጤဨ䛷䛾᳨ウ䛿⾜䛳䛶䛔䛺䛔

≉ูᨭᩍ⫱ᨭဨ
䛾ά⏝

䚷䚷䚷ά⏝䛺䛧䚷䚷䞉䚷䚷ά⏝୰㻌䠄㢖ᗘ䠖䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅
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ਭ൧ணखाのँढञ 
੍ରਃঢ়षのનੳহඨ(1) 
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●	受診申し込みのあった支援機関への確認事項 (1)

受診申し込みのあった支援機関には、より詳しく状況を確認させていただく。まず、受診の目的や、支援機
関が課題解決に向けて実施した支援内容を確認する。表のように①子どものアセスメント、②親のアセスメ
ント、③支援機関の状況について電話、訪問で確認後、支援機関が把握できていない情報（医療機関の受診
状況や診断など）も含めて、保護者に情報を確認する。状況を把握しにくい場合は、ケースワーカーが出向
いて対応をする。



4���

ࣛ児ౡݝの地域ࢧԉମ੍ͮ͘り

εϥΠυ��

●	受診申し込みのあった支援機関への確認事項 (2)

受診申し込み後、各施設でまず支援を実施していただくことをお願いしている。他機関との連携のために、
保護者へ情報共有のメリットなどを説明し、同意書を 2枚複写にして、1枚を保護者に渡している。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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ਭ൧ணखाのँढञ 
੍ରਃঢ়षのનੳহඨ(2) 
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知ચਫ਼ਪ等のਫ਼ਪをীけることで、ていबいなア७スメント
と૨的な診療が可ચになった 
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൧療৬のಌ 
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␚
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CWの同ఆ 

●	診療体制の変更

平成 28年 3月までは 1日で診察や検査、ケース会議を実施して結果説明をしていた。受診に要する日数を
1日にできるメリットはあるが、子どもの滞在時間も長く、慣れない場所での行動観察には限界があった。
平成 28年 4月から常勤医が 2名から 3名に増員され、セラピストやワーカーの配置が煩雑になったため、
数回の診察に分けてアセスメントを進めるシステムにした。
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●	紹介票から見えてきた支援の内容

受診児に対して何らかのアセスメントをしたか調査した結果が左のグラフである。何らかの指標を用いて発
達評価をしたなど、アセスメントが多いほど得点が低くなる。受診児の多くは何らかのアセスメントを受け
ているが、まだ十分とはいえないと思われ、必要性を感じた。右のグラフは家族に相談できる支援者がいる
か、受診の同意が取れたかを確認したものである。地域での支援をさらに充実させることが必要と感じた。
受診予約に紹介票を用いることで、地域の支援状況を把握できるため、地域の支援力を向上させる計画を考
える上で有益と考えられる。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

 子どものア७スメントの状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子どものア७スメントの状況（発達支援状況）
を点数৲ 
 
 
 
 
⋇ 何らかのఏを用いて発達௬を実 
⋈ 何らかのఏを用いてASDのઑいがંྮ 
⋉ 上記のఏを用いて支援方ଉをੈ৮ 
⋊ 方ଉに੦づき児童発達支援事業を利用 
⋋ 医療機関での診を受けたことが૮い 
 
を点数৲し、点数が低いほどア७スメン⋌ع⋇
トを実しているとਖ਼ 

 保護者の支援の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保護者支援の状況を点数৲ 
 
 
 
 
 
⋇ 困った時不安に思う時相談できる 

支援者がいる。 
⋈ 支援方ଉに੦づき受診を൭တしようやく 

受診に向きになり同意がとれた。 
 
を点数৲し、点数が低いほどア७スメン⋈ع⋇
トを実しているとਖ਼ 
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ງஂऊैৄえथऌञ 
੍ରのઍ 

䠌Ⅼ 
24 %  

䠍Ⅼ 
21 %  

䠎Ⅼ 
1 8%  

䠏Ⅼ 
24 %  

䠐Ⅼ 
1 2%  

䠑Ⅼ 
1 %  

䠌Ⅼ 
9 %  

䠍Ⅼ 
21 %  

䠎Ⅼ 
5 0 %  

䠏Ⅼ 
1 9 %  

䠐Ⅼ 
1 %  

 ਡ ়計ڱ ਡڰ ਡگ ਡڮ ਡڭ ਡڬ

76 68 57 79 40 4 324 

23.5 21.0 17.6 24.4 12.3 1.2 100 

 ਡ ়計ڰ ਡگ ਡڮ ਡڭ ਡڬ

28 69 162 61 4 324 

8.7 21.3 50.0 18.8 1.2 100 
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z ਛ26年4াよりງஂでのੂ
診予৺を開 
 

z ਛ26年度は339ਛ27
年度は398の未就学児のງஂ
によるੂ診ணしाがあった。 

5.8

H27
z ਊ७ンॱー受診のງஂ機関をा
ると児童発達支援७ンॱー
児童発達支援事業所からのງஂ
がੜえており地域において
診支援がなされてその状
況からਊ७ンॱー受診へとつな
がっているൊ向になる。 

●	未就学児初診児の受診状況

未就学児初診児の受診状況である。平成 26年 4月より全県下において紹介票による初診予約を開始した結
果、平成 26年度は 339 名、平成 27年度は 398 名の未就学児の初診申し込みがあった。受診理由の約 6割
は保護者からの相談で、約 4割が紹介機関等や他からの働きかけによるものだった。紹介機関をみると、児
童発達支援センター、児童発達支援事業所からの紹介が増えており、市町村保健センターが減少している。
地域において、健診等で気になる子どもを市町村保健センターから療育機関へ繋ぎ、診断前療育がなされ、
必要がある場合に受診に繋ぐ流れとなってきている。
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スライド 39

紹介票導入に伴い、アセスメントや個別支援計画も添付書類として依頼した結果、添付資料は、平成 27年
度は平成 26年度に比較し増加し、各支援機関の取り組みが促進された。当センターのケースワーカーから
の意見から、紹介票を導入したことで、支援機関とのネットワーク構築にも役立ったと考えている。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

39 

紹介票への添付資料 

• 各支援機関でのアセスメント（検査など）
について未実施が多かったが徐々に増加 

• 申込時の添付書類として個別支援計画の添
付を依頼し徐々に増加 

予約方法変更に関する 
当センター地区担当CWの意見 

• 支援機関の申込票を元に不足する情報を支
援機関，保護者に確認することによりCW
のスキルアップにつながる。 

• CWと支援機関がやりとりすることで互い
の距離感が短くなり，紹介票を介して情報
交換や質問等しやすくなった。 

• 地域の支援機関からの情報が非常に不足し
ている場合は，出向いて情報を確認するこ
とで支援機関が相談しやすい状況にある。 

• 支援機関の状況把握にもなり，支援機関の
後方支援にもつながった。 
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ৢଞの 
৾, 79% 

્શ੍ର 
৾, 21% 

40 

৾ೡੂ൧ుのਭ൧૾ய 
（ૅदの൧੍ରのਤ） 

⋇ ງஂの入したH27年度は減少したが 
28年度はੜ加。 
「まङ教育の中でできることを考える」 
మを౷んでਏなら医療のງஂ 
 学校での受診ੌのਤٱ

⋈ শ期೬ा明けや就学相談時期にੜ加ൊ向 
⋉ 学齢児の৺8સमৢଞ৾ආ 

⋈学童াશ診療予৺（સ合） 

ৢଞ৾दの੍ରऋ 
ୖधऩढथःる 

⋇学齢期（৵1ع中3）新患数の 

⋉ආ学 

学校からの 
ງஂを入 

●	学齢期初診児の受診状況

学齢期初診児の受診状況である。紹介票を導入し、校内での診断前支援を推進してきた。まず教育の中でで
きる支援を開始してから当センター紹介を行うように周知した。その結果、28年度は校内で取り組んだ結
果を踏まえた学校から紹介票の提出が増加している。月別診療予約を見ると、長期休み明けや就学相談時期
に増加する傾向にある。学齢児の約 8割は通常学級在籍であり、通常学級での支援が課題となっている。紹
介票を活用することで待機期間を有効活用し、保護者の不安解消にも役立つと考えている。
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平成 25年度の予約件数の減少については、鹿児島市との連携による減少と考えられる。鹿児島市は平成 25
年度まで、健診後すぐに当センターを紹介していた。しかし診断前療育の仕組みを導入する必要もあり、鹿
児島市の保健師と何回も検討会を実施した。それを受けて、鹿児島市保健所も健診やフォローのあり方など
について検討し、県全体に先行して平成 26年 1月～ 3月まで、鹿児島市をモデルとして紹介票を導入し実
施することとした。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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ਭ൧ணखाの 
ৌૢಢೠ 

ਛ27ফ২ध28ফ২のૻຎ 

ਛ27ফ২ ਛ28ফ২ 

ੂ診受હ 
 診ੂڀ

 
141.2 

 
88.9 

ੂ診受હ 
 ງஂ先連൪ڀ

 
11.5 

ੂ診受હ 
 保護者連൪ڀ

 
15.6 

 受診受હからCWੂまでの期間ٳ 受診受હからੂ診までの期間ٳ

ٳ 受診までの期間についてはਛ27年度は141ਛ28年度には89になった。 
ٳ 受હから1115عでॣースワーढ़ーからງஂ先とੇఔに連൪を入れੂの支援を開して 
いる。 

ٳ ੂから受診までの間に情報ઽૐや診療育が実されている。 

予৺更
の受診
がありଁ
ੑできङ 

●	受診申し込み後の対応期間短縮

受診申し込みから初診までの期間は、平成 27年度は平均 141 日だったが、平成 28年度には 89日になっ
た。
また、受付から 11～ 15 日でケースワーカーが紹介先と家族に連絡を入れ、初動の支援を開始できるよう
になり、初動から受診までの間に情報収集や診断前療育が行われるようになった。受診の申し込みについて、
紹介票システムを導入することにより、診断前から地域での療育が開始され、複数の医療機関をショッピン
グして回るケースが減り、診療ニーズの高いケースから診察することができるようになってきた。また、診
察前に子どもと家族の状態把握もでき、支援力が向上したと思われる。受診を待っている児童は減少傾向と
なっており、地域のことは地域で解決できるよう地域力アップを目指している。
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●	診療件数の推移

診療件数の推移をみると、新患診療件数については大きな変化はない。平成 28年に常勤医が 2名から 3名
に増加したこともあり、再診のケースは増加している。それまでは医師は診療に追われ、教育や療育の場に
出てアセスメントすることなどできなかったが、地域に出向くための診療予備日なども設けることができる
ようになった。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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医師ੜ৩もあり、診療予がつくれ幼ညୱにল向いてষ観などが可ચになった。 

ੂ診੯数は持しながらગ診੯数のੜ加が可ચになった 
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診のア७スメントを生活の場につなए૽સ 

44 

⋉ऒども়療७ンॱーの 
ケー५ডーढ़ーऊैのੲਾ 

⋇ଫ期気づきとଫ期支援 
⋈より良い療育体制のଡണ 
⋉こども合療育७ンॱーのॣースワーढ़ーからの情報提供 
⋊より実ᄷ的な研修（ষ観から学व） 
⋋教育との連携 
⋌医療との連携  
⋍その他 

③	こども総合療育センターのケースワーカーからの情報提供

ここでは、ケースワーカーの業務について説明する。
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●	ケースワーカー対応の電話相談で再診にならない相談件数

平成 27年度の電話件数 1888 件中、ケースワーカーの対応のみで、診療せずに解決した相談が 802 件ある。
内容は、学校での支援についての相談が最も多く、集団での不適応状態やいじめ、不登校、担任との調整な
どであった。当センターが医療機関であると共に、相談機関としての役割も果たしていることがわかる。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

45 

ケー५ডーढ़ーৌૢのਗ਼ਵৼद
ગ൧पऩैऩःৼ੯ਯ 

教৩、保健師、経験௹୕な事ਜ職など௧性の高いスॱッフがਏ 
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ケー५ডーढ़ーपेる 
൧療のੲਾ（） 
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●	ケースワーカーによる診療後の情報提供

診察結果は、保護者の同意の下、支援機関にも情報提供を行う。これは、支援機関との連携や支援の考え方
などについて伝える機会となっている。保護者と支援機関が、診察結果をもとに話し合う場を設けるように
お願いしている。支援機関と保護者が理解し合い、協働できる関係こそが、支援体制の構築に一番必要なこ
とと考えている。
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●	こども総合療育センターからの情報提供

平成 28年度の情報提供先ごとの提供方法別件数を示している。学童においては文書のみでなく電話で担任
等へ情報を提供している。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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ऒども়療७ンॱー 
ऊैのੲਾ（্১） 

ॣースワーढ़ー対応の診療後の情報提供੯数 
                         ਛ28年度 

⋇未就学児 
 ৳७ンॱー ৳ਚ ညୱ ుญ੍ର

হਚಉ 
૩ుಉ療
੍ରহਚ 

৵৾ૅ؞ 
র৾ૅಉ जの ়計 

ਗ਼話 13 14  7  27  5 1 7  7 4  
ધછ 64  20 14  306 13 0 9  4 26 
面接 0 1 0 5 0 0 1 7  
合ੑ 7 7  35 21 338  18  1 17  507  

 ৳७ンॱー ৳ਚ 
ညୱ 

ుญ੍ର
হਚಉ 

૩ుಉ療
੍ରহਚ ৵৾ૅ র৾ૅಉ जの ়計 

ਗ਼話 3 1 1 0 127  39  17  18 8  
ધછ 1 5 9  1 130 27  6 17 9  
面接 0 0 0 0 1 2 1 4  
合ੑ 4  6 10 1 258  68  24  37 1 

⋈学童児 
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ষ観から学व 
⬇ 

地域の児童発達支援७ンॱーなどのਁ開療育による研修  

48 

⋊ेॉৰᄷऩଢ଼ఊ 

⋇ଫ期気づきとଫ期支援 
⋈より良い療育体制のଡണ 
⋉こども合療育७ンॱーのॣースワーढ़ーからの情報提供 
⋊より実ᄷ的な研修（ষ観から学व） 
⋋教育との連携 
⋌医療との連携  
⋍その他 

④	より実践的な研修

児童発達支援事業所による公開療育を通しての実践的研修について説明する。
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●	より実践的な研修（行動観察から学ぶ）

療育センターでの集団療育は小規模で、基本的には地域にある児童発達支援事業所で療育を利用する仕組み
にしている。子どもたちの生活の場で行動観察を通して、より実践的な研修を実施したいと考え、数多くあ
る児童発達支援センターや事業所を会場にした研修会の実施を働きかけ、協力を得ることができた。児童発
達支援センターが療育の拠点となるように、当センターからも支援をしていくことにしており、連絡会を開
催し、療育のスキルアップ、地域支援の在り方などについて情報交換をする場を作った。事業所は公開療育
を実施し、外部の意見も取り入れながら療育の実践を行うことになった。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

児童発達支援७ンॱーの૽સとこども合療育७ンॱーの 
相互連携支援のあり方 

49 

ेॉৰᄷऩଢ଼ఊ 
（ষ௴ऊै৾व） 

z地域の療ುਡとしての活  
z「療育」の機ચਘ৲へのੈ௮ 
zਁ৫療ಉのৰ 
z؞৳؞৵৴の場 
z人౫育ਛ 
z支援方১のਫ਼ୈ  

z
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৽ૌのુથऩど 
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७ンॱー 

保健७ンॱー 
保育ୱ・幼ညୱ 

障害児等療育支援事業 
児童発達支援事業所 
ଣୖ後等ॹイ१ーঅス 

৵・中学校 
z診療 
z診支援（ଫ期気 
づきଫ期支援）の 
地域支援体制づくり 
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2017.3.31現 

ుญ੍ର७ン 
ॱーमؚ療のುਡ 
धखथୠ੍ରを 
ষअ28؛७ンॱー 

児童発達支援事業 
は、139事業所  

  ଣୖ後ॹイは 
199事業所 

地域の医療機関 

●	児童発達支援センターを中心とした支援体制

未就学児では、0歳からの早期支援、児童発達支援センターを中心とした療育の拠点作り、発達障害支援専
門員、ペアレントメンターの活躍の場（二次機能）、子育て支援としての幼稚園・保育所の支援体制作り（一
次機能）を目指している。当センターは、困ったときに相談できる地域支援機能を持つ「医療機関」として
アウトリーチができる体制（三次機能）を目指している。29年 3月 31 日現在、児童発達支援センターは
県内 28カ所、障害児通所支援事業所は 139 カ所、放課後デイサービスは 199 カ所となっている。開設後
間もない事業所もあり、今後の機能強化が望まれる。そのため、各地域で児童発達支援センターが中心とな
り、公開療育や研修会を企画することによって、地域の事業所間の格差をなくす努力も行われている。
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●	具体的取り組み

具体的な取り組みについては、児童発達センター連絡会、保健師の早期気づきの研修会、県こども総合療育
センターが実施する県内事業所の連絡会など、福祉圏域ごとに療育機関の協力を得て、研修を実施してきた。
児童発達支援センターの実情はさまざまである。地域での役割については、センターごとの支援、対応が必
要と判断されたため、平成 28年度は地区ごとに個別に検討する場を設け、出された課題等は「こども部会」
へと発信を行った。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

児童発達支援७ンॱーが発達支援保護者支援地域支援の
૽સをટたしકড়にମな地域での療育ು点として機ચして
いくために 
ٳ 児童発達支援७ンॱー連൪会 

期؟ਛ28年3া 場所؟こども合療育७ンॱー 
ٳ ଫ期気づきଫ期支援の保健師研修会 
（児童発達支援事業所等を研修会場に実ᄷ的な研修を実） 
期؟ਛ26年ع 場所؟内3ڰع地યを予定 

ٳ 児童発達ৢ所支援連൪会（全事業所の研修会） 
期؟ਛ28年7া2（ଅ） 場所؟ૂ講ൡ 

ٳ 児童発達支援事業所研修会 
（各地યの児童発達支援७ンॱーを中心に児童発達支援事業所とのુ同で実） 
期؟ਛ28年9া29ع年2া  
場所؟各地યの児童発達支援७ンॱーを中心に児童発達支援事業所とのુ同で実。 

ٮ ਛ28年6া7عা ਊ७ンॱーのॣースワーढ़ーがল向き「地域」「७ンॱー」にୖへ
の対応をਫ਼ୈする予定 

51 

৬ॉੌा 
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ಧుਣ市のৌૢ 
（ుญ੍ର७ンॱーの५य़ঝアॵউ） 

児童発達支援७ンॱーへの「ਁ৫療」 
の開催をଝਜづけ 

児童発達支援事業所への「ਁ開療育」の実 

ଣୖ後ॹイ१ーঅス事業所へのঽഞ௬ 
のଝਜづけ 

子育て支援७ンॱー（りऻんை）のਝ઼ 
地域子育て支援७ンॱーと保健७ンॱーを同ग૦に合ಡ 

ٳ ਁ開療育とは実している療育内ઍを地域の支援機関に見学してもらい 
支援内ઍへの助ষ支援のਫ਼ୈ地域の支援体制などに意見をຘく場のこと 

●	鹿児島市の対応例

鹿児島市の対応を示す。平成 28年度から、すべての事業所に公開療育を義務づけ、情報交換を行った。
「公開療育」とは事業所間で療育内容を見学してもらい、療育内容への助言をもらう「場」を意味する。
放課後等デイサービスについては、厚生労働省が示している放課後等デイサービスガイドラインの中で自己
評価と他者評価を実施することが求められていることに従い、自己評価を義務づけるようになった。鹿児島
市では乳児健診が一般医療機関委託になっている。発達や子育てに対する支援を充実するために、保健セン
ターと子育て支援センターを同じ建物に置き、子育て支援を一体化して行えるように整備した。また、総合
的な子育て支援の拠点として「健やか子育て交流館（リボン館）」を中心とした対応を実施している。鹿児
島市の子育て支援センター（ナカマッチなど 5カ所）では心理相談、言語相談なども実施している。
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⑤	教育との連携（個別支援会議）

当センターに配置されている教育の専門家が、医学と心理の立場の意見も反映して、教員がすぐに使えるよ
うな内容でアセスメントを作成し、学校に説明するシステムにする。こうして学校の力をアップしていくと、
学校の支援力が上がり、必ずしも診断がない状態であっても、教育的支援ができるようになると思う。教育
方法を考えつくのは、やはり教員でしかない。コーディネートする力と学校への指導力を兼ね備えた教員が
配置されているセンターだからこそできることも多いと考えている。また、このような連携を当センターだ
けで行うのではなく、地域の中でできるようになることが理想と考えている。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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⋋ઇधの৴ 
（શ੍ରভ৮） 

⋇ଫ期気づきとଫ期支援 
⋈より良い療育体制のଡണ 
⋉こども合療育७ンॱーのॣースワーढ़ーからの情報提供 
⋊より実ᄷ的な研修（ষ観から学व） 
⋋教育との連携 
⋌医療との連携  
⋍その他 
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ਛ28ফ২ ৾ ญ ઇधの৴উছン 
 ؟ญ൧療৬ৄઉख৾عਛ27ফ4াي
ୠ੍ର৬のংージঙンアॵউً 

 （2া136া13） （支援連൪会(年2回ٳ
 ଞ的な連携（ງஂॣースのつなऍ）ٳ
 教担ਊ者会、ಢ期研修講ౠ（5া13、ST同ষ）ৢٳ
 ઇ७ンॱーृઇহਜਚಉध৴खञଢ଼ఊౠのৰٵ
ੂ任者研修5年経験者研修 
ଵ৶ଢ଼ఊভಉषのపୣാ৴(医ప心৶ઇ৩ಉ) 

 ഗു護学校との連携ٳ
• 情報ઐఌ会（2かাに1回） 
• 支援連൪会（年2回） 
• হଢ଼ఊ（8া29）/੍ରのৰ場એງஂ（1া30）  
• ಒఛ研修会講師ୣാ（8া） 

 （ୠの৵র৾ૅऩどधの৴をଳखؚઇの場をણ৷खञଢ଼ఊভをৰٵ
各地域ネットワークでの研修会にਏに応गて講師ୣാをする。 

 શ੍ର৾ૅをভ場पଢ଼ఊভをৰ્ٳ
 ಒఛ研修会の講ౠで実（ൌ望७ラআストٔ学校との連携（教৩）ٮ

H28ফ২؟লു૧ 7/27（৳ప)ു૧ 7/27（医ప)ਸു૧ 7/29（心৶)  
 市੨ઇ৩ভಈのଢ଼ఊভٳ
 ৵র৾ૅಉषのૅଢ଼ఊভ ऩどٳ
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高等学校 

●	平成 28年度	教育との連携プラン

教育との連携では、総合教育センターや教育事務所などと連携した管理職への研修会を開催することで、連
携しやすい仕組み作りを進める。また、各特別支援学校の開催する夏期研修会に出向くことで、より多くの
小中学校の先生に効果的に聞いていただけ、顔の見える関係になれるなどのメリットも大きいと感じている。
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●	学校と医療との連携

学校では校内委員会での検討をお願いするところから始まる。学校の中でのアセスメントと対応、地域資源
との連携を図った上で、当センターを受診すると、特性や診断が伝えられ、保護者は学校により適切な合理
的配慮を求めるようになる（支援のバージョンアップ）。そのために、当センターでのアセスメントや診断
に基づく、校内での支援方針の検討が必要になり、子どもの居場所を確保するなど、学校全体での環境調整
が必要になる。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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৾ૅध医療धの৴ 
 ع৩ভૅ؟のษઠૅ৾ع

୭৹ତमૅ৾दষअ؛ 
校内৩会で方ଉをৠめૅ৾৸৬द੍ରする。 

ਤҩਤ学時のਬきಲऍをન実に。（ষ支援シート等） 

੍ରのಲਢ（୭৹ତ） 

ૅ৩ভでਫ਼ୈのટ 
保護者も受診（診）を望んでいるならば 

७ンॱー受診をすすめる。 

ૅ৩ভでਫ਼ୈのટ

療७ンॱーधの৴（ୠ੍ର） 

⋇学・学年等でのੌ௶的な対応(支援・શのੑ) 
⋈SC,SSW回相談（્શ支援学校）の活用等 
⋉્性（ౙু・得意）のનੳ・・・WISC知ચਫ਼ਪ 

ૅ৩ভ(൧੍ର) 

⋇保護者とのਦ関係のଡണ（連൪ҩ教育相談） 
⋈ਞपऩるधऒौषの৬ऩ੍ର৫（َSPELL੍ରُ） 
⋉コーॹॕネーॱーとの連携 

ऒども؞৳૧者धのਦঢ়બतऎॉ 

GOAL 

 START 

学校・地域のネットワーク 
保健（保健師等） 
福祉（障害児等療育支援事業所等） 

児童発達支援事業所ଣୖ後児童ॹイとの連携 
 

STEP2 医療धの৴ 
（൧）ٔ（ୠ੍ର） 

ऒども؞৳૧者धのਦঢ়બのଡണ 

STEP1 ૅ৩ভदのਫ਼ୈ 
੍ର৫ 

GOALਂ؟ੰ 
心खथ৾सる୭ 

STEP3 
੍ରのಲਢ 

療७ンॱーधの৴（ୠ੍ର）
੍ରのংージঙンアॵউ 

ૅ৩ভૅ৩ভ
৴ 

保護者も受診（診）を望んでいるならば
ਗ਼ਵৼ 
来ਚৼ STEP2 医療धの৴

（൧）ٔ（ୠ੍ର）
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શ੍ରভ৮のౄৰ 
（৳૧者ध৾ૅのपਸ਼ਕ者ऋোॉనाఞॉ） 

 高い৯ఏਝ定・・・「。この子のల来のことを考えると」ٳ
 「。学校（ૐ੮・ৢଞの学）では、ેীに対応できないことも」ٳ
 。ਙの৶ੰが不ેীなことも્・・「શඞいはできない્」「え」ٳ
  。৶ऩଦൟがਏ়・・・「。ाんなとคでなければ」ٳ

（LD, ASD・・・） 

 「。ల来よりも今が心配。学校にষきたくないといっている」ٳ
 「。いつも学校でঃॽックになる」ٳ
 「。先生方は発達障害のことを理解しているのだौうか」ٳ
 ؛मਦ৷दऌऩः（ભ૿）ૅ৾・・・「。先生にっても改善しない」ٳ

学
校
（

生
） 

保
護
者 

 ؛ऋदऌる（૧者৳؞ૅ৾）ऋँॅाेढथのઇৼૅ৾ڀ（ง৯ఏ）پ
 ਏपૢगथڀ（ঢ়બ者ਸのケー५ভ৮）ڀ（৳૧者ਸのશ੍ରভ৮） 

 
 

શ੍ରভ৮の৯ 
⋇્ਙ৶ੰの（൧結果ेॉ） 
⋈َँॅाेॉَُୁॉ়えるُ୭৹ତ 
  

શ੍ରভ৮の৯શ੍ରভ৮の৯શ੍ରভ৮の৯

●	個別支援会議の充実

個別支援会議を通じて、学校と家族の間に当センターなどの外部機関が入ることで、双方の歩み寄りができ
る会議になるよう設定している。学校と保護者との関係が悪くなっている場合も少なくなく、学校も対応に
困っていることが多く見られる。小中学校で年間 70回ほどの個別支援会議を実施している。また家族側か
ら個別支援会議の開催を依頼されることが多いようである。
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●	個別支援会議の資料

具体的には、このような資料を作成する。会議前には学校に出向き、学校と共通認識を図る。会議の目的や
落としどころは、丁寧に調整し、学校も保護者もわかり合える場として、成功できるように準備する。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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【コーॹॕネート】 
શ支援会৮のに学校にল向き 
・会ದ・参加メンংー・ఆದ  
・としどこौのનੳをഛႠにしておく。 
・Win-Win 足感ङਛさせる。 
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৾ૅध৳૧者のँॅाఞॉ 

保護者の 
ਘい不とవொ的な発 

શ支援会৮ 

ਸ਼3者が৹ତすることでうまくいく 
 عを提案する「あॅाఞり案」ع
 
・્શ支援学校の回担ਊ者 
・スクール९ーシকルワーढ़ー 
・スクールढ़ウン७ラー  等 

ਘःਂのो 

保護者の思い 学校の思い 

શ支援会৮

َँॅाఞॉُ 
（ऒऒऊैृढथःऌऽखॆअ） 

こどものઍ 

ਂのೄ （ૅশেऋ）َउಟऔ॒பऊढञऩँُ 
َ৾ૅのৌૢऋेऎऩऊढञेबُ 

（ૅশেऋ）َउಟऔ॒பऊढञऩँُ
َ৾ૅのৌૢऋेऎऩऊढञेबُ

●	学校と保護者のあゆみ寄り

保護者の攻撃的な発言は、強い不安の表れである。表面的な言葉に惑わされずに、攻撃的な言葉の裏にある
思いを聞かせていただく努力を、当センターの地域支援スタッフは率先して実施している。
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●	個別支援会議の実施例

これは個別支援会議の資料として実際に使用したものである。このような資料は支援の流れについて、保護
者に視覚的な見通しを伝えるのに役立つ。不安の強いお子さん方に、できるところから、無理をさせずにス
モールステップで対応する。保健室から始まり、校長室、そして教室へと段階を踏み、後戻りすることもあ
るが、少しずつ慣れて行くことができた。保護者も対応の見通しがわかっているので、不安に思うこともな
く、経過が良く、最終的には、当センターが関与することなく、学校に対応をお任せできた。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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ઇपষऐऩऎऩढञ 
 عର৾मऽऩः੍ع

D৵学校 (ৢଞの学) 
શ支援会৮ৱમ  

保護者にも支援についてҦ見ৢしҧを 
もたせるためにૄ৲はથ。 
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• ਏ配慮人情報؟୰ഄ（障害等）などがஅまれる人情報 
（本人の同意なくઽૐしたりਗに提供されることをరૃされる） 

• ষ支援シートやશ支援フ॓イル（१ポートঈック）の活用 

• 本人保護者を入れたでのॣースਫ਼ୈ会৮ 

• ਏ保護児童対ੁ地域連൪ੈ৮会の利用 

• インフォームドコン७ントのનੳ 

• 人情報保護১をᏍஹしながら支援者間でॣース会৮をできるよう
にするためにこども合療育७ンॱー連൪ੈ৮会で精神科、৵児
科、ষ、福祉、教育、ఉ護士でੈ৮を実 
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ਫযੲਾ৳૧১ 
（2015ফ9াਫ 2017ফ5া30ষ） 

●	改正個人情報保護法

2015 年 9月に成立した改正個人情報保護法が 2017 年 5月 30 日に全面施行された。診療や支援のために
扱う個人情報は、本人家族の病歴など偏見や差別に繋がりかねない内容を含む要配慮個人情報になり、本人
の同意なく収集したり、外部に提供することが禁止される内容になる。しかし、地域で活用できるアセスメ
ントには、地域の支援者と情報を共有するためのケース会議が不可欠だ。個人情報保護法を遵守した対応を
するために、本人（保護者）からインフォームドコンセントをとることが必要である。現在、インフォーム
ドコンセントの様式やルールについて鹿児島県こども総合療育センター連絡会で協議中である。

1.	移行支援シートや個別支援ファイル（サポートブック）の活用
2.	本人・保護者（家族）を入れたケース検討会議の開催
3.	要保護児童対策地域連絡協議会の利用
4.	インフォームドコンセントの確認

情報収集にあたっては、支援機関・学校等から本人・保護者（家族）に同意をいただいて実施している。同
意を得るにあたっては、文書で、提供（共有）する関係機関名と利用目的を明記するなど、改正法の内容に
沿う対応が必要と考えられる。
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⑤	教育との連携（移行支援会議）

次に移行支援についてである。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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⋋ઇधの৴ 
（ষ੍ରভ৮） 

⋇ଫ期気づきとଫ期支援 
⋈より良い療育体制のଡണ 
⋉こども合療育७ンॱーのॣースワーढ़ーからの情報提供 
⋊より実ᄷ的な研修（ষ観から学व） 
⋋教育との連携 
⋌医療との連携  
⋍その他 
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●	地域における「縦横連携」のイメージ

未就学児では、支援機関から小学校に「少し気になる」ケースの情報をしっかり繋げるように努めている。
保護者と、保育所・幼稚園・療育の場で十分に話し合い、子どもの理解を深めると、就学への教育相談や教
育支援委員会もスムーズである。途切れない支援のために、受診時の情報を次の支援先にしっかり繋いでい
く。まずは、保護者に情報を繋ぐことのメリットなどを十分に理解していただく。移行支援シートの活用な
どについて説明し、保護者と十分に話し合うことが必要である。支援機関が次の支援機関へ必ず情報を繋い
でいくこと、受け取った情報を活かして支援を継続させることが大切と考えて支援体制作りを行っている。



4���

ࣛ児ౡݝの地域ࢧԉମ੍ͮ͘り

εϥΠυ��

●	就学へのステップ

これは未就学から入学までのステップを示した資料である。就学 1年前にはお渡しして説明している。
保護者の方には、夏休みまでに学校見学などを行っていただくようお願いしている。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

かかりつけ医に発達障害児の対応やえ方を知ってຘく 
⋇ 気になる子どもに気づく 
⋈ 発達障害と༓શすसきႈ患をଞ診療で気づく 
⋉ 支援のษઠにᇽए（ษઠの明ન৲） 
⋊ ৢଞの診療の中で子どもの育ちを見ஹってຘく 
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⋌医療धの৴ 
（ऊऊॉणऐ医ಉ૩ৌૢৡଢ଼ఊহ） 

⋇ଫ期気づきとଫ期支援 
⋈より良い療育体制のଡണ 
⋉こども合療育७ンॱーのॣースワーढ़ーからの情報提供 
⋊より実ᄷ的な研修（ষ観から学व） 
⋋教育との連携 
⋌医療との連携  
⋍その他 

⑥	医療との連携

医療との連携について、かかりつけ医等発達障害対応力向上事業と合わせて説明させていただく。
地域のかかりつけ医に期待されていることとして、1)	まず、発達障害の可能性があることに気づいていた
だくこと、2)	日常診療の中で保護者の受容力やタイミングを計りながら保護者の気づきも促していただく
こと、3)	保健センターなど適切な窓口に繋いでいただくこと等がある。
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●	未就学児初診児の状況

未就学児の初診児のうち、乳幼児健康審査での要経過観察の割合は約 6割で、残り 4割は健診から支援に
繋がらなかったケースになる。健診では要観察児が半数を超える自治体が多いが、日常診療における気づき
を支援に繋げることはとても大切と考えている。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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H26ফ২৾ుງஂ৽
ੂ൧ు（324）の૾ய 

未就学児のੂ診児のうち幼児健೨診ਪでのਏ経ૌ観児સ合 

健診での 
発見にੀء 

ૐ੮における状況
がわかる保育ୱ・
幼ညୱと連携した
ଫ期気づき・ଫ期
支援のയਤとଞ
൧療पउऐるਞत
ऌを੍ରपणऩऑ
るਏがあるآ 

未就学児のੂ診児（324）のうちશ支援ੑのહありのੂ診児221（68.2٫） 
 このうち保健७ンॱーとの連携      45（13.9%）ٴ  
 このうちঽীのਝでア७スメントを実 62（19.1%）ٴ  
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H26

H27

あり なし 不明 (૬ஜ) 

61.1 

54.3 

35.6 

42.5 
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1.0 

0% 50% 100%

 ڲڮڽ

 ڳڮڽ

あり なし 不明 

 নাు൧दਏ৽ૌ௴धڲୃڭ
ਖ਼औोञుのસ় 

 ు൧दਏ৽ૌ௴धୃگ
ਖ਼औोञుのસ় 

zਏ৽ૌ௴ుधཔऔोथःञుम৺ڲસ 
（ਏ経ૌ観児ではあったが保護者がੳしていなかった場合もあると思われる。） 
・ଋり4સは児童発達支援事業所に保護者から相談しৢୱするようになった児保育 
 ୱ幼ညୱで「何らかの支援・配慮のਏな児」としてງஂされた児健診ではਏ 
 経ૌ観児としてཔされなかったが発達相談会へ参加した児など 



4.　好事例（自治体の取り組み等）紹介 4���

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

 
 

ٳ ௧性の高い具体的な支援 
内ઍの提案 

 
 
ٳ 広域的なଞ生活 
でෆฐ的な医療 
१ーঅスの提供 
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ٌ৾ౣٍ 
医療৴पणःथ 

ْ৯ٓ 
 ୠदの൧療ٳ  ਙのँる೩者पৌघる൧療੍ର（৶ੰ）્ٳ  ਞतऌऊै੍ରपणऩएٳ

ऒども়療७ンॱー    4 

৴ 

ଫਞतऌ؞ଫ੍ରの৬तऎॉ  ૩の્ਙपૢगञ੍ର 

保護者は子どもの 
発育発達が気に 
なっている 

保護者は子どもの 
発育発達が気に 
なっていない 

पणःथହखਏपૢगथৼをງஂ 
（市੨保健७ンॱー地域の௧的医療機関など） 

・ુ感的ଙ度で関わりಲਢ的 
 支援をষう（見ஹり） 

  市੨の৳७ンॱーऩど 
 （子थෆฐ੍ର७ンॱーಉ） 
 

・健診での支援 
 親子教への参加 

発達相談会など 

ٳ 発育発達に関し 
て気になる子ど 
もを診療 

・ଞ生活に໌し 
 た医療१ーঅス 
 の提供 
・保護者支援 

・経ૌをाて保護者の気づき 
 や相談がある 

ୠのਗਃঢ়धの৴ 

 ుญ੍ର७ンॱー؞
 ుญ੍ରহਚ؞
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 ৼ੍ରহਚ؞
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 ਚのણ৷（9হਚ） 
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 ਗ਼ਵৼ؞
 来ਚৼ؞
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ઉமਊ७ンॱーष 
ੲਾऋँढञ場় 

  H29.1現 

●	医療連携について（未就学児）

医療機関で気になる未就学児には、保健センター（子育て包括支援センター）へ連絡するように窓口の明確
化を図った。地域の医療機関で判断や対応に困ったり、緊急性のあるケースについては電話で直接相談を受
け、センター内で対応を検討することとした。
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●	医療連携について（学童）

地域の医療機関において、発育発達に関して気になる子を診察した場合、医師は保護者の同意のもと、各市
町村教育委員会の特別支援教育担当の指導主事に電話連絡をしてもらう。連絡を受けた指導主事は医師から
の情報を各学校に繋ぐ。学校はそれに基づき直接医師に連絡を行い、情報を確認する流れになっている。
まずは教育が主体となって最初の支援を進めてもらうが、学校だけでは改善が難しかったり、診断や治療な
ど医療が必要と思われる場合は、当センターを含む（診断等ができる）医療機関への紹介をしてもらうこと
になる。
最近、就学後に不適応が顕在化するグレーゾーンの子供たちが増加するなかで、乳幼児健診など早期気づき
の仕組みをスルーするケースが多く見られ、支援なしに直接医療機関に繋ぐとパンクする可能性がある。そ
のようなことを緩和するためにも、まずは教育の中での診断前支援に繋ぐ仕組みを構築したいと思っている。
また、かかりつけ医の先生方には、基礎疾患、合併症などの確認もお願いする方向で仕組み作りを始めてい
る。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

ٳ ્શ支援教育担ਊ主事へ連൪ 

 
 

ٳ ௧性の高い具体的な支援 
内ઍの提案 
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ٌ৾ญౣٍ 
医療৴पणःथ 
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 た医療१ーঅス 
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・保護者支援 
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 दमਞपऩるऒधमऩःऋૅ৾؞
 ੇदのॉऋপऌः子どもの場় 
 （৾ૅのরदୖपਞહऊोङງ 
 ஂदऌऩःऒधऋः） 
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ୠの医療ਃঢ়䊻市੨ઇ
৩ভૅ৾؞षのणऩऍ 

ٳ 発育発達に関して気になる子どもを診療しਏに応गて市੨教育৩会に 
情報提供ਫ਼ୈ ୠの医療ਃঢ় 

1 

市੨ઇ৩ভ ৾ૅઇୖ 
（્શ੍ରઇ૿ਊহ）ष৴൪ 

৳૧者षのનੳ 
2 

3 

ٳ 学校への情報提供同意をનੳし市੨教育৩会 学校教育ୖ（્શ支援教育担ਊの 
主事）へ情報提供 

 学校と保護者の関係が困難な場合がある。教育৩会の主事にその຺をえるか پ
保護者に相談機関（ਊ७ンॱー�(ିپ合教育७ンॱーなど）へ相談を൭める。 

市੨ઇ৩ভऊै৾ૅष৴൪ 

ٳ 市੨教育৩会 学校教育ୖ ્શ支援教育担ਊの主事へਗ਼話連൪ 
 （ਊ७ンॱーへの情報提供またはবয়の学校の場合はઉ接学校へஎয় پ）

対象児のਏをえる。 
⋇学校学年（ආ学） 
⋈診時に発育発達に関して気になったこと など 

4 

৾ૅध医療ਃঢ়धの৴ 

৾ૅदの੍ର৫ 

5 

6 

ٳ 教୍または્શ支援教育コーॹॕネーॱーへ情報をつなए。 

ٳ ਏに応गて学校より医療機関へ連൪し情報内ઍのનੳをষう。 

ٳ 学校では情報内ઍをનੳし保護者と教育相談を実する。情報を੦に校内৩会が 
開かれ地域での支援が開される。（پ�ਏな場合のा医療機関受診ງஂ） 

ͤି ਊ७ンॱー؟こども合療育७ンॱー 

●	地域の医療機関→市町村教育委員会・学校へのつなぎ

地域の医療機関から学校に繋がるまでの流れを具体的に図式化したものである。
保護者の同意は、基本的にすべて文書で行う。
中には家族と学校との間に問題が存在する場合もある。家族と学校との関係調整は基本的に教育委員会の指
導主事が行うことになる。
学校の中では保護者との教育相談や校内委員会が開かれ、医療に繋がる前に学校での診断前支援を実施する
こと、医療の必要なケースと学校で対応できるケースのトリアージをする。
また、当センターの受診を希望される場合は、以前からの仕組みのとおり家族から学校に受診の希望を伝え、
在籍する学校から当センターへ紹介票を提出していただく。保護者から直接受診の希望の申し出があった場
合などは、当センターのケースワーカーが調整することにしている。
この内容は、県教育委員会（義務教育課　特別支援教育室）と合意し、各学校へ明文化して通達していただ
いている。
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●	同意書（案）

2017 年 5月に改正個人情報保護法が施行された。
診療場面から保健センターや教育委員会に繋ぐことで、地域の中で支援を行う場を作ることができるが、後
日のトラブルを避けるためにも、別途同意書（チェックマーク式のようにして極力記載の労力を軽減した書
式）により保護者から書面で同意を得ることが必要である。上図は、当センターで使っている同意書を参考
に作成した様式案である。これを含めて、インフォームドコンセントの確認については、当センター連絡協
議会（構成：精神科、小児科、行政、福祉、教育および弁護士）で協議している。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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ਔછ（੧） 

ӷ意（案）

対ᝋᎍへの支援をႸႎとしてᲦ࢘医療機関が

ˌɦの関係機関などに対してऴإをˡƑること

にӷ意しǇす。

š 市ထ子保健ਃ࢘部ፙ（保健センター等）

š 市ထ教育委員会

š Ⴤこども総合療育センター

š その他（ ）

Ფ੩̓してᑣƍ機関にȁェックをƓᫍƍしǇす。（šにὯ）

 ࠰ உ ଐ

保ᜱᎍ൞Ӹ

児童൞Ӹ

ਊ७ンॱーでઞ用している
同意છの様ૄを参考にਛ
した案です。 

εϥΠυ��
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●	鑑別が必要な身体疾患や精神神経疾患

発達障害と類似した行動特性を示す疾患について、私達の経験やその他資料を基にまとめた。発達障害とし
ての支援を考えるだけでなく、以上のような疾患も想定して対応することはとても大切である。かかりつけ
医の先生方に、通常の診療の中で成長に寄り添い、退行や異常な症状に気づいていただく必要があると思う。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

ଞ診療の中で子どものਛশにఞりい退ষやઈの問などに気づいていただく 

70 

༓શऋਏऩ 
ମ৬ႈ೩ृಖઋઋ৽ႈ೩ 

ᄨ༒障害 
てんかん 
   ୍୴てんかん 
   ડ୍୴てんかん 
   ಳ神てんかん 
内ীᆌႈ患 
   ൖ状Ꮳ機ચᕓਤඪ 
   ൖ状Ꮳ機ચ低ৣඪ 
   ౢൖ状Ꮳ機ચ低ৣඪ 
   ႇႌ୰/低ഷႇ 
৲ஓႈ患 
   ờདඪ/ૌส性Ⴏඪණ 
中/๗中/その他中 
౼ਗ科ႈ患 
   ౼ᇯᯂ  
    ૌෙᇯ 
    ᶦ࿈ᇯ 
    ਸ਼ਕ౼ᇯᯂ 
   もやもや୰ 
   ୍ඪ 
ཿ性༇ඪ性・ᇯᯂ性ႈ患 
  ඊႵ性精神神経ႈ患（PANDAS） 
  ᷀ਉ୰/Ⴒႈ患 
  ວᇯᯂඪණ 

ഉ౦体・子౮ଞ/先ଠ౮ଞ 
   ॱーॼーඪණ 
   クラインフェルॱーඪණ 
   22q11.2ಳଷඪණ 
   22q11.2複ඪණ 
   Rettඪණ 
   Charcot-Marue-Tooth୰ 
   Duchenne൙ジストロフॕーඪ 
ಟሣඪ 
   ත性ໂ৲ඪ 
   神経ᇯඪ 
代ප性ႈ患 
   ౢႲஜ質性ඪ 
   ౮ഉ性ஜ質ジストロフॕー 
   Krabbe୰ 
   性ໂ৲性全౼༇ 
   ঃントテンキॼー८関連神経性ඪ 
    （Hallervorden-Spatzඪණ） 
ఇのౢ用 
  ಿてんかんఇ、ಿスॱンఇ 
  テड़フॕজン、ステロイド、ಿがんදなど 
౼༇・ᇈჍ༇・୍ਗം後ඪණ 
  SSPE 
 

༓શがਏなମ体ႈ患や精神神経ႈ患 
౭ുのုり 
   ளಳ࿅性།ഷ 
   ੪ಞಳ࿅ඪ 
   অॱンಳ࿅ඪ 
ྦ待ඪණ 
   ネグঞクト 
   ఎା障害 
   ମ体的ྦ待（PTSD） 
アঞルॠー/࿀༇/ళลஓ௺ 
   気管支ᙺ 
   アトআー性ຜჹ༇ 
   ᄨ༒時૮ళลඪණ 
   アॹঀイド 
ലಁや視ಁの問 
   ലಁ障害（ೄ度） 
   視ಁ障害 
精神科ႈ患 
   ॼルコঞプシー 
   ਘ神経ඪ 
   ൨ா性障害 
   性同性障害 
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医療機関向に配布した 
パンフレット（一部） 

●	医療機関向けに配布したパンフレット

気づいたときに保健センターなどの支援機関に繋いでいただく流れや、発達障害を疑う児が受診したときに、
予告して見通しを立ててもらう、問題行動を怒りつけてしまわないなどの対応方法を具体的にお願いしてい
る。
https://www.pref.kagoshima.jp/ae20/kenko-fukushi/syogai-syakai/hattatsu/documents/	
3750_20130516135946-1.pdf
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●	小児科医と精神科医の連携

発達障害者支援センターが療育センター内に設置されているので、医療的対応は 15歳までが療育センター
で、それ以降は発達障害者支援センターを介して身近な精神科医療機関を紹介することが多くなる。また、
相談の内容に応じて、精神保健福祉センターと連携を図っている。医療機関紹介など他機関を紹介する場合
は、心理士によるアセスメントや発達歴、主訴などを整理して提供している。
当センター医師と地域の医師の連携として、月 1回の精神科との合同勉強会、民間の精神科クリニックでの
症例検討会、関係する医師同士の親睦会などを実施している。また、年 2回開催される当センター連絡協議
会のメンバーとして精神科教授や医師会、精神保健福祉センター所長などに参加していただき連携を図って
いる。
思春期以降に関しては、当センター内の発達障害者支援センターとともに、相談支援の中核となる基幹相談
支援センターが長期的展望に立った個別支援を行えるように体制構築を図りつつ、精神科医療との連携を図
ることが大切と考えている。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

z 発達障害者支援७ンॱーと精神保健福祉७ンॱーの連携 
• 思ஐ期相談等ਏ時ງஂ 
• ਊ७ンॱーઈ営ੈ৮会৩として参 

z ਊ७ンॱー精神科医をৢगての内精神科医との連携 

z ৵児科医から精神科医へのষ 15ୃعਰఋع 
z ਊ७ンॱーは৵児科（15ୃくらいまでの診療）をষっておりその後の
医療連携がਏと考えている。  

z ৵児科医療ではੇఔと支援者に児の્性をえる૽સを担う 
z 精神科との連携がਏと考えられる児童 

⋇ఇ中の児童 
⋈精神ႈ患をઑわれる児童 
⋉問ষから医療保護入やೈ઼入をめられた児童 
⋊ঃॽック時への対応    など 

72 

医療৴؟৵ుఐ医ध 
ಖઋఐ医धの৴ 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

人౫育ਛ 

ਣなどશ対応をਘ৲するலੌा 

障害児等療育支援事業との連携 

73 

⋍जの 

⋇ଫ期気づきとଫ期支援 
⋈より良い療育体制のଡണ 
⋉こども合療育७ンॱーのॣースワーढ़ーからの情報提供 
⋊より実ᄷ的な研修（ষ観から学व） 
⋋教育との連携 
⋌医療との連携  
⋍その他 

⑦	その他

人材育成、家族支援などの事業について述べる。
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●	人材育成、家族支援など

発達障害者支援センターでは、地域で支援の核となってもらうための発達障害地域支援専門員養成を行い、
84名が修了者となった。障害児施設職員や相談支援専門員、保健師、特別支援学校コーディネーターなど
さまざまな職種の方が受講し（離島も大島会場で実施）、修了生は今後、各地域で研修会や発達障害の対応
についての人材として活動していただくこととしている。フォローアップ研修も実施している。
ペアレントメンターは、県内親の会などの推薦により 23名養成し、当センター内の保護者相談会（2月 1
回）や保健センターでの発達相談会などの地域での相談会に対応していただいている。
ペアレントプログラム（研修型）は、対象者を「児童発達支援センター」職員として児童発達管理責任者等
を対象に全 8回実施した。このことで、児童発達支援センター同士で情報交換のできる場となった。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

74 

য౫ਛੇఔ੍ରऩど 

発達障害地域支援 
௧৩が各地યで活  

・各地યでの発達相談会地域での相談
会研修会の講師職場での研修会 

内7つの੦ୌ相談支援७ンॱー連൪会
等の連携を持ち地域での相談や支援体

制についての支援を実する 
 

ঌアঞントトঞーॽング 
（ਛ24年度ع） 

 
ঌアঞントプログラム（ਛ28年度ع） 

発達障害地域支援 
௧৩ുਛ  

ਛ25年度から3年 
ੑで84ીവ 

相談機関との連携体制のଡണ 

ঌアঞントメンॱーのുਛ 
23ીവ 

受診児の保護者へのグループ相談
地域での発達相談会等への支援等 
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●	離島等の対応

離島に関しては、2～ 3年単位で地域支援専門監を派遣し、研修会や保育所・幼稚園への巡回相談などを実
施している。離島については人的資源が少ないこと、情報が届きにくい状況があることから、研修会による
啓発だけでなく、こども部会による支援などの支援体制の継続と強化が必要である。離島支援のサポート事
業は平成 23年より種子島→屋久島→徳之島→沖永良部→与論→喜界と実施した。平成 29年度は、こども
部会のない町村への働きかけを行い、これまでの事業の評価の年としている。
巡回療育相談についは、医師、心理、言語、作業療法士、ケースワーカーがチームで県内・離島に出向いて
いる。今後、市町村が主体となって発達相談会、親子教室を通してフォロー体制が構築できるように支援し、
巡回療育相談としては離島を残して縮小する方向で検討している。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ਣについては診できる医療機関も少ないことから年1回は医師心理士
などが地域にল向いて回療育相談を実。 
ਛ27 年度は38 会場 భस27 1の相談を受けた。（そのうち医師相談
は9 1教育相談は7 8 であった。）職৩はభस14 6జ事した。 

75 

ਣऩどશৌૢを 
ਘ৲घるலੌा 

 年的に点的な対応をするನの௧職のୣാ（支援१ポート事業）ৢٳ

 回療育相談ٳ
• ્にਣについては人的ৱ౺が少ないこと情報がඍきにくい状況があるた
め3ع2年ੑで௧職のୣാをষい地域で対応できるように支援者のスキル
アップをっている。 

• その内ઍは健診からのフォロー体制療育の場のન保保育所・幼ညୱでの対
応子ども会のਝ઼教育との連携等の提案等地域のୖにそって対応してい
る。 

• ਛ23年からர子ਣ⇒ો୲ਣ⇒ਣ⇒బె良⇒ଖ⇒ಜੀと対応しており
ਛ28 年度からは児童発達支援७ンॱーのない本ଅの大地યへの支援をষっ
ている。 
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●	障害児等療育支援事業との連携

当センターが地域の実情を把握できないところをカバーする体制として、9事業所へ障害児等療育支援事業
を委託し、連携体制を構築している。これらの事業所の活動内容については、当センター支援部ケースワー
カーとの連携により地域ごとに検討して対応している。
また、当センターの支援体制作りの方向性と併行して、障害児等療育支援事業所については、保育所・幼稚
園・療育機関への専門職の派遣を中心とした支援が増加傾向にある。また、離島においては、当センター受
診までを障害児等療育支援事業所が対応することも多く、身近な相談・支援機関として二次圏域を担ってい
る。
平成 29年度からの連携体制については、二次圏域との連携強化を目的にしていること、当センターのケー
スワーカーの人員減による地域会議への出席が制限されること等から、さらに地域の情報を把握するコー
ディネーターとの連携が必要となると考えられる。

●	今後の支援体制作り

今後も行政と民間の連携のもと、支援体制作りを行っていきたいと考えている。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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૩ుಉ療੍ରহ 
धの৴ 

 障害児等療育支援事業所（内9事業所）への業ਜٳ
 9事業所と年6回の連൪会の開催ٳ

z ્にਣの相談・連携のறになっている事業所 
ٳ あかつき学ୱ（ിห地ય）… 域市のこども会を主催保育所・幼ညୱ等への回相談を実

地域の関係機関との連携のறになって次域を支えている。 
ٳ チকঞンジ・ドዀ（ዀ地ય）… 広域でのこども会の主催保育所・幼ညୱ・৵中学校の相談支

援௧職ୣാ視ચธಫの相談会開催ঌアঞントプログラムの実ংインランド研修会などଣୖ後
ॹイ事業所研修会思ஐ期の相談会等活内ઍは多วにわたる。 

• 障害児等療育支援事業についてはਊ७ンॱーがಧ児ਣ市にあることから
ਣ・などの७ンॱーからの೫࿒地について地域でのഛႠな支援ができるよ
うにਣ2ᆽ所をஅि内9事業所にして「୧௰問療育」「୧ਗ来
療育」「ਝへの௧職ୣാ」などを実している。 

• ਊ७ンॱーが実する各地域での連൪会やঽয়支援ੈ৮会௧会子ども会などに
ついてはॣースワーढ़ーとの連携により地域でのコーॹॕネートを実している。 

• またਊ७ンॱーと9事業所とは2াに1回連൪会を開催し地域の情報ઐఌを
ষい支援体制のଡണを৯している。 

εϥΠυ��
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平成 年 月 日

平成 年 月 日

Á・Ğ・ĉ

内Ă

※Û別欄はÏからăんでľ´を記入（　１ 保¢センター　２ ŉÉ関係y　３ 児童発達支援センター　４ 児童発達支援事業所　５ 保o所　６ ťęp　� その他　）　

¼

Ň �

ő

その他

　 　　紹介機関から保護者に勧めた

　２　保護者が受診を�ŕする理ţ・目的

　３　センターの受診に関して、保護者はどのように受けÇめていますか

受診をĸįしており，診断 x等のĀŜをŌく意向がある。

　４　Ĵť児¢診等の x

チェック

　　　※　児童発達支援事業，保o所，ťępなどを利用しているë合は，�事業所・施ÿ名，支援内容等�欄に施ÿ名を記入してく3さい。

個別支援計画など （　保¢センター　・　事業所等　・　その他　） 発達検査，ėĹ検査などの資料

Ĵť児¢診 xなど

その他のアセスメント資料　　　（保¢センター　・　 事業所　・　その他）

（Ĝ）　上記の内容等を確認後，s記のとおり同意されるë合は*ä名く3さい。（発達障害者支援法đ５îđ４項の�定による）

本紹介票をÓ児Ĩ¥こどもć合療oセンターにĢáすることに同意します。

紹介機関がÍっているお子ŧの情報をÓ児Ĩ¥こどもć合療oセンターにĢ�することに同意します。

　　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

保護者氏名（自ä）

Ó児Ĩ¥こどもć合療oセンター　受診ô¶・紹介票（未就学児用）

　ŝþ相談日

　紹介票作成日

紹
介
機
関

ÁĞĉ名

連絡先
Ħŵľ´

機関名
（Û別） 担当者名

　　　�　　　　　�

　５　¨¾受けている支援内容（Ŋú|īw）
利用している事業名，施ÿ等 利用頻度 事業所・施ÿ名，支援内容等

　１歳６ヶ月健診
要経過観察の有無

　　Ţ　　・　　Ś
３歳児健診

要経過観察の有無
　　Ţ　　・　　Ś

その他の健診
要経過観察の有

無
Ţ　　・　　Ś

保o所ŗはťęp 　　利用Ě（施ÿ名�　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　利用予定

性　別

か月

連絡先 «定Ħŵľ´ �ĎĦŵľ´

  生年月日

そ

の

他

の

T
ー

^

ス

　６　他の医療機関での診断，�ų等の状況　（この項目Bの記½する事実が　ある　・　なし　）
医療機関名 診断等 �ų等実施のë合は内容�?頻度

紹介機関i}の施ÿ等の支援機関
から勧められた

１　受診h内のきっかけ（紹介機関がĺfしているĽ囲で、»âのきっかけをăんで　□　に ）

紹介機関受付ľ´ センター受付ľ´

（　　　　　）

児童名

@りがな

保護者からの相談がきっかけ

　�　添付資料など　

児童発達支援センター，児童発達支援事業 　　利用Ě（施ÿ名�　　　　　　　　　　　　　個別支援計画のとおり）　・　利用予定

õ子�Ô等，子oて支援センター等

保護者名 ß　所 Á・Ğ
　 ・ĉ

平成　　　年　　　月　　　日

ྉʢεϥΠυࢿߟࢀ》 ��ʣ》



4.　好事例（自治体の取り組み等）紹介 4���

記入日 平成 年 月 日

職・氏名

１ 子どものアセスメントの状況について

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

２ 発達支援の状況について

（1）

（2）

保護者

支援者等

３ 保護者の状況について

（1）

（2）

センター
記入欄

４ 子どもの状況について

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

センター
記入欄

５ 医療に関すること

（1）

（2）

（3）

６ その他

（1）

（2）

（3）

センター
記入欄

月 日 （　　　）

緊急度を考えるための
評価

センター
記入欄

優先度

困難度

緊急度

紹
介
機
関
記
入
欄

＜センターにつないでおきたいこと，他機関からの情報，緊急性など＞

担当医師，セラピスト情報

心理　・　言語　・作業　・理学

受　　診　　予　　定　　日　　時

午前　・　午後 　　　　　時　　　　　　　分

 □　 □ 　□
 □　 □ 　□

地域の医療機関からも気になる子どもとして連絡を受けていた

はい いいえ

極度な偏食により、体重増加等の成長に著しい問題が生じている  □　 □ 　□
睡眠の問題（昼夜逆転等）があり、本人・保護者等に著しく負担がかかっている  □　 □ 　□
多動や衝動性等で危険で目が離せず、常時大人が付き添う必要がある  □　 □ 　□
自分や他人を傷つける行為があるため、常時大人が見守る必要がある  □　 □ 　□
パニック（かんしゃく、泣き叫ぶ）が頻繁で、周囲が対応にとても苦慮している  □　 □ 　□

困難度を考えるための
評価

非常に
そう思う

まあまあ
そう思う

そうは
思わない

発達のつまずきがあることで、人権侵害（虐待・いじめ等）を受けているおそれがある  □　 □ 　□

 □　    　□
地域の医療機関からセンター受診の紹介を受けている  □　    　□

優先度を考えるための
評価

他の疾患，障害に関して主治医がいて，フォローを受けている  □　    　□

支援内容や支援方法がニーズや特性に合い，計画的にスムーズに取り組めている  □　 □ 　□
支援者と保護者がとてもいい協力関係で，子どもの発達支援に取り組めている  □　 □ 　□

困った時や不安になった時に相談できる支援者がいる  □　 □ 　□
支援方針に基づき受診を勧奨してきて，ようやく受診に前向きになり，同意がとれた  □　 □ 　□

（3） 発達支援を通じて，保護者や支援者等が、子どもの発達・成長を感じている
 □　 □ 　□
 □　 □ 　□

方針に基づき，児童発達支援事業を利用をしている　　（事業所の個別支援計画添付要）  □　 　 　□
医療機関での診断等を今まで受けたことがない  □　 　 　□

非常に
そう思う

まあまあ
そう思う

そうは
思わない

何らかの検査・指標を用いて，発達評価を実施している　　　　　 （資料添付要）  □　 　 　□
何らかの指標等を用いて，発達障害の疑いが示唆されている　　（資料添付要）  □　 　 　□
上記の資料等を基に，今後の支援方針を協議している　　　　　　（支援計画等添付要）  □　 　 　□

児童名

※当てはまる項目の□にチェックする。

はい いいえ

記入者
機 関 名

受診児に関する地域での支援状況等確認票（未就学児用）



4���

ࣛ児ౡݝの地域ࢧԉମ੍ͮ͘り

平成 年 月 日

平成 年 月 日

µ・ù・ì Û　名

氏　名

¯

ğ �

Ħ

その他

 定āŁ �　ð

　　学校ëから保護者に�めた

　�　紹介となったĹį（受診を�めた，受診を�めたĮÿ）

　�　これまでの�z（ět受診ľやĖñに関する�zについて，ġきÈった内容を記入）

　�　児ĉにïする支援のありĩについて，検Ćをしていますか（ど3らかの□　に✓）

　校内ms}を�¬し，児ĉにïする支援のありĩについて，�üĹ~をしている。

　その他（�îÿ内容�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　�　こども総合療育センターの受診に関して�保護者はどのよ#に受け¹めていますか（ど3らかの□　に✓）

　受診をēĊしており，診断結果等のäĬをġく意¤がある。

　その他（�îÿ内容�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　支　援　§　Į 校　内　で　の　支　援　の　状　況

ċ別支援学校の
Ì�éõの�用

　　　�用なし　　・　　�用したことがある　　・　　�用中　（学校名�　　　　　ĵ護学校）

スクーg[ーXdghーSー 　　　�用なし　　・　　�用したことがある　　・　　�用中　

スクーgSOンセeー 　　　�用なし　　・　　�用したことがある　　・　　�用中　　

鹿児島県こども総合療育センター　受診申込・紹介票（学ĉ用）

Ę　　¨
　ĭâéõ日

　紹介票作成日

ŀĶå

保護者名 Ê　所

校内ms}の�¬状況

　　　　　　　　　�　　　　　　�　　　　　　内æ（　　　　　　　）

ò��当��者
µùì名 �òĐ・VーデMaーター・その他（��　　　）

平成　��　　　年　����　�月��　　　　日

ŀĶå

紹
介
機
関 学校名等

āŁĘ¨

児ĉ名
�　c　　f　　T　　`　

Þ別

��à年月日
ô　・　Ñ か月

µ・ù・ì

　�　受診案内のきっかけ（紹介機関がĕjしているėlで�®初のきっかけをçんで　□　に✓）

　　施設等の支援機関から�められた保護者からのéõがきっかけ

在á学� 　üØの学��・�ċ別支援学�（L�知ÿÕ��　イ�自ģÒ・情ÏÕ�　�O�¼îĝ自į　�Q�ěÇ　�R�čú�

ü�指導教Äの利用状況 　　　利用なし　��・　��利用中�（L��¢Õ�　�イ�自ģÒ・情ÏÕ�　�O����・�����　Q�čú�）

　�　現在，校内で受けている支援内容など，èてのķについて，�当するものに�印をしてください。

ċ別支援教育支援s
の�用

　　　�用なし　　・　　�用中�（頻度�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

校内ms}で検Ćしている　　　・　　　校内ms}での検Ćは¦っていない

ྉʢεϥΠυࢿߟࢀ》 ��ʣ》



4.　好事例（自治体の取り組み等）紹介 4���

チェック

✔

学校で作成している資料等がありましたら，添付してください。（資料名の□　に✓）

個別指導計画，個別の教育支援計画など 学校での支援状況に関する資料など

知能検査，学力検査などの資料 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・本紹介票を「鹿児島県こども総合療育センター」に提出することに同意します。

・診療のために，学校が持っているお子様の情報を「鹿児島県こども総合療育センター」に提供することに同意します。

平成　　　　年　　　　月　　　　日

保護者氏名（自署）

学校長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　●　お子さんの状況によっては，当センター受診ではなく，他機関を案内する場合があります。

　●　「受診申込・紹介票」の作成については，初診の場合のみ必要であり，再診の際は必要ありません。

　　　　　　放課後等デイサービスや日中一時支援サービス等の福祉サービスを受けている場合，事業所名と支援内容を記入して下さい。

訓練等を実施の場合は，内容及び頻度

　●　当センターからの受診結果につきましては，各学校へ情報提供することとしております。

　９　添付資料など

利用している事業所名，施設名等

医療機関名 診断等

　８　他の医療機関での診断，訓練等の状況

　　利用中（個別支援計画のとおり）　・　利用予定

　７　現在，校外で受けている支援の内容（個別の教育支援計画などに記載されている場合は省略可）

利用頻度 支援内容

（注）　上記の内容等を確認後，下記のとおり同意される場合はご署名ください。

印




